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異
質
令
集
解
の
な
か
の
義
解
学

私
」
の
法
解
釈
を
中
心
と
し
て

小

林

宏

は
し
が
き

一

令
集
解
巻
三
十
五
の
「
私
」
と
義
解
の
関
係

二

令
集
解
巻
二
十
の
「
私
」
と
義
解
の
関
係

三

異
質
令
集
解
に
関
す
る
若
干
の
考
察

む

す

び

は

し

が

き

筆
者
は
前
稿
「
令
集
解
の
な
か
の
義
解
学

伴
記
の
法
解
釈
を
中
心
と
し
て

」（『
國
學
院
法
學
』
第
五
四
巻
第
一
号
、
二
〇

一
六
年
）
に
お
い
て
、
天
長
十
年
（
八
三
三
）、
勅
撰
の
養
老
令
注
釈
書
、
令
義
解
の
成
立
直
後
か
ら
当
時
の
明
法
官
人
に
と
っ
て
果

す
べ
き
作
業
の
喫
緊
の
課
題
と
し
て
、
義
解
文
の
解
釈
（
義
解
文
を
理
解
し
、
そ
れ
を
説
明
し
て
、
そ
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
こ

と
）
と
義
解
文
の
応
用
（
義
解
文
を
当
該
令
文
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
と
適
用
に
資
す
る
こ
と
）
の
二

つ
を
あ
げ
、
こ
の
二
つ
の
課
題
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
、
九
世
紀
後
半
、
貞
観
の
頃
、
惟
宗
直
本
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
令
集
解
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所
載
の
諸
私
記
を
通
じ
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
の
三
巻
（
令
集
解
巻
第
一
・
官
位
令
、
巻
第
二

十
・
考
課
令
第
三
、
巻
第
三
十
五
・
公
式
令
第
五
）
は
、
通
常
の
令
集
解
と
は
、
そ
の
編
者
、
成
立
年
代
等
を
異
に
す
る
別
種
の
令
注

釈
書
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
上
記
の
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
度
の
拙
稿
は
、
前
稿
に
お
い
て
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
異
質
令
集
解
を
通
じ
て
再
度
、
上
記
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
若

干
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
異
質
令
集
解
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三
巻
の
注
記
の
方
法
に
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
こ
の

三
巻
を
同
一
人
物
の
著
述
と
し
て
扱
う
こ
と
に
全
く
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
早
川
庄
八
氏
の
考
証
に
従
い

（
同
氏
「
異
質
令
集
解
三
巻
に
つ
い
て
」『
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）、
三
巻
は
何
れ
も
同
一

の
明
法
家
に
よ
っ
て
編
述
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
編
者
が
令
文
に
義
解
説
と
若
干
の
先
行
学
説
を
「
義
云
」「
或
云
」
と
し
て
注
記
し
た

上
で
、
更
に
編
者
自
身
の
問
答
を
付
記
し
た
令
注
釈
書
と
考
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
従
っ
て
「
問
」
に
始
ま
る
問
答
形
式
の
文
の

発
問
者
は
、
何
れ
も
編
者
自
身
で
あ
り
、
注
記
の
文
に
見
え
る
「
私
」「
私
案
」
も
、
編
者
自
身
、
も
し
く
は
編
者
の
案
文
と
し
て
扱

う
こ
と
と
す
る
。

今
、
異
質
令
集
解
の
三
巻
に
つ
い
て
み
る
と
、「
私
」「
私
案
」
の
語
の
多
く
は
、「
義
云
」
の
文
の
後
に
つ
づ
く
「
或
云
」、
令
文
直

下
に
あ
る
「
或
云
」、
問
答
体
の
文
中
に
あ
る
「
或
云
」
の
、
何
れ
も
先
行
学
説
に
関
連
し
て
現
わ
れ
て
お
り
、「
私
」「
私
案
」
が
令

文
や
義
解
文
に
対
し
直
接
、
自
説
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
殆
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
（
但
し
令
文
の
直
下
、
義
解
文
の
直
下
に

「
私
案
」
が
見
え
る
個
所
が
そ
れ
ぞ
れ
一
個
所
宛
あ
る
。
考
課
令
57
条
、
公
式
令
60
条
）。
し
か
し
、
こ
の
「
私
」
が
異
質
令
集
解
の
編

者
で
あ
る
と
す
る
と
、「
私
」「
私
案
」
の
文
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
編
者
自
身
の
思
考
を
直
接
解
明
す
る
こ
と
に
繫
が
り
、
そ
れ
は
ま

た
異
質
令
集
解
編
纂
の
意
図
や
目
的
を
探
る
上
に
お
い
て
も
有
力
な
示
唆
を
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
稿
に
お
い
て

は
、
と
り
あ
え
ず
「
私
」「
私
案
」
の
文
に
現
わ
れ
る
義
解
文
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
を
通
じ
て
、
異
質
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令
集
解
の
編
者
と
義
解
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、
併
せ
て
、
こ
の
法
書
の
性
格
を
窺
う
こ
と
と
し
た
い
。
但
し
「
私
」「
私
案
」
は
、

令
集
解
巻
一
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
所
宛
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
直
接
、
義
解
文
に
関
係
し
な
い
か
ら
本
稿
で
は
省
略
し
、
巻
二
十
と

巻
三
十
五
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
近
時
、
異
質
令
集
解
に
関
し
て
、
長
谷
山
彰
「
異
質
令
集
解
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（
三
田
古
代
史
研
究
会
編
『
法
制
と

社
会
の
古
代
史
』
所
収
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）、
宮
部
香
織
「
い
わ
ゆ
る
『
異
質
令
集
解
』
に
つ
い
て
の
再
検
討
」

（『
法
史
学
研
究
会
会
報
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
五
年
）
の
二
篇
の
論
考
が
相
つ
い
で
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
執
筆
に
当
り
、
随
時
参
照
し

た
が
、
論
述
の
都
合
上
、
上
記
二
篇
と
重
複
す
る
個
所
が
あ
る
場
合
に
は
何
卒
御
寛
恕
を
賜
わ
り
た
い
と
思
う
。

一

令
集
解
巻
三
十
五
の
「
私
」
と
義
解
の
関
係

先
ず
、
令
集
解
巻
三
十
五
・
公
式
令
五
に
見
え
る
「
私
」「
私
案
」
に
よ
る
義
解
文
の
解
釈
と
応
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す

る
。⑴

義
云
。
軍
機
与
急
速
也
。
問
。
軍
機
与
急
速
一
々
分
釈
。
或
云
。
職
制
律
云
。
駅
使
𥡴
程
者
。
一
日
笞
卅
。
二
日
加
一
等
。
罪
止

徒
一
年
。
若
軍
機
要
速
者
。
加
三
等
。
注
云
。
是
征
討
掩
襲
。
報
告
外
境
消
息
。
及
告
賊
之
類
是
也
。
私
案
。
征
討
掩
襲
。
是
軍

機
也
。
報
告
外
境
消
息
。
及
告
賊
。
是
急
速
也
。
抑
何
。
或
云
。
・
・
・
・
或
云
。
・
・
・
・
或
云
。
軍
機
急
速
一
事
也
。
何

者
。
官
有
員
数
条
云
。
即
軍
機
要
速
。
量
事
権
置
者
。
不
用
此
律
。
注
云
。
謂
行
軍
之
所
。
須
置
権
官
者
。
不
当
署
置
之
罪
。
又

駅
使

故
以
書
寄
人
行
之
条
云
。
有
軍
機
要
速
。
或
追
徴
報
告
者
。
案
此
二
条
。
軍
機
要
速
是
一
事
故
。
但
於
律
者
随
所
合
読
。

不
可
一
執
。
但
於
此
令
軍
機
急
速
者
。
可
為
二
事
。（
八
八
一－

七
Ａ
、
八
八
一
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令
集
解
』
の
頁
数
、
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七
は
そ
の
行
数
、
Ａ
は
そ
の
右
列
、
Ｂ
は
そ
の
左
列
を
示
す
。
以
下
同
じ
）

⑵
問
。
義
云
。
主
典
当
直
。
事
有
期
限
。
及
応
急
判
者
。
雖

判
官
。
亦
得
与
奪
者
。
而
或
云
。
過
所
之
類
。
依
理
乞
判
官
以
上
署

者
。
主
典
在
直
之
日
。
不
可

行
者
何
。
私
案
。
下
条
云
。
詔
勅
及
事
有
促
限
。

給
過
所
。
若
輸
受
官
物
者
。
不
在
仮
限

者
。
然
則
。
過
所
者
是
所
謂
応
急
判
者
也
。
是
知
。
主
典
可
判
行
後
。
其
必

判
官
以
上
署
。
不
可
主
典
独
行
。（
八
七
五－

二

Ｂ
）

⑴
の
文
は
、
公
式
令
62
受
事
条
の
令
文
「
即
軍
機
急
速
。
事
有
促
限
者
。
皆
当
日
出
了
」
の
「
軍
機
急
速
」
に
対
す
る
義
解
と
そ
れ

に
関
す
る
注
記
で
あ
る
。
義
解
説
で
は
、
令
文
の
「
軍
機
急
速
」
を
「
軍
機
」
と
「
急
速
」
の
二
事
と
し
て
解
釈
す
る
。
設
問
で
は
、

義
解
に
よ
る
右
の
解
釈
を
承
け
て
、「
軍
機
」
と
「
急
速
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
更
に
そ
の
解
釈
を
求
め
て
い
る
。
第
一
の
或
説
で

は
、
職
制
律
33
駅
使
𥡴
程
条
と
そ
の
注
（
疏
に
当
る
文
、
以
下
同
じ
）
を
引
用
し
て
い
る
が
、「
私
案
」
は
、
そ
の
注
文
の
「
征
討
掩

襲
」
が
「
軍
機
」
に
、
同
じ
く
「
報
告
外
境
消
息
及
告
賊
」
が
「
急
速
」
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
第

二
、
第
三
の
或
説
も
、「
私
案
」
と
異
な
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
第
四
の
或
説
は
、
職
制
律
１
官
有
員
数
条
と
そ
の
注
、
及
び
同

34
駅
使
以
書
寄
人
条
の
注
を
引
い
て
、
こ
の
二
個
条
か
ら
す
れ
ば
「
軍
機
要
速
」
は
一
事
で
あ
る
と
し
、
但
し
公
式
令
本
条
の
「
軍
機

急
速
」
は
二
事
で
あ
る
と
す
る
。
恐
ら
く
「
軍
機
要
速
」「
軍
機
急
速
」
と
は
、
前
掲
職
制
律
33
条
の
注
に
見
る
よ
う
な
軍
事
上
、
緊

急
を
要
す
る
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
す
べ
て
を
指
す
語
句
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
事
と
す
る
第
四
の
或
説
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が

（
但
し
第
四
の
或
説
が
公
式
令
本
条
の
「
軍
機
急
速
」
を
二
事
と
し
た
の
は
、
義
解
説
に
配
慮
し
た
為
か
）、
こ
こ
で
は
「
私
案
」
が
義

解
説
を
承
け
て
、
そ
れ
を
二
事
と
し
、
更
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

⑵
の
文
は
、
公
式
令
59
百
官
宿
直
条
の
義
解
と
そ
れ
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
。
設
問
で
は
、
義
解
の
「
主
典
当
直
。
事
有
期
限
。
及

応
急
判
者
。
雖

判
官
。
亦
得
与
奪
」（
主
典
が
官
司
に
当
直
し
て
い
る
と
き
、
期
限
付
き
の
事
案
や
早
急
に
判
断
す
べ
き
事
案
が
発
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生
し
た
場
合
は
、
判
官
が
不
在
で
あ
っ
て
も
、
主
典
独
自
で
、
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
）
の
解
釈
を
問
題
と
す
る
。
即
ち

設
問
は
、
こ
の
義
解
説
に
関
し
て
或
説
は
「
過
所
」（
関
の
通
行
許
可
証
）
の
発
行
は
通
常
、「
本
司
」（
申
請
者
の
属
す
る
官
司
）
の

判
官
以
上
の
位
署
の
あ
る
許
状
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
判
官
不
在
で
在
直
す
る
主
典
は
独
自
で
、
そ
の
許
状
を
発
行
す
る
こ
と
は
で
き

１
）

な
い
と
す
る
が
、
こ
の
説
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
私
案
」
は
、
公
式
令
61
詔
勅
条
を
引
用
し
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
過

所
」
の
発
行
は
早
急
に
判
断
す
べ
き
事
案
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
主
典
の
み
に
よ
る
発
行
は
許
さ
れ
る
が
、
事
後
に
は
必
ず
判
官
以
上

の
承
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
「
私
案
」
は
、
公
式
令
61
条
を
根
拠
に
し
て
、
前
掲
義
解
の
「
急
判
」
に

は
、「
過
所
」
の
発
行
に
関
す
る
事
案
も
含
ま
れ
る
と
解
し
て
、
或
説
を
批
判
し
、
そ
れ
を
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
二
例
は
、「
私
案
」
が
義
解
文
の
語
句
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、「
私
」
は
更
に
義
解
文
全
体
の
意

味
に
つ
い
て
説
明
す
る
場
合
も
あ
る
。

義
云
。
此
顕
初
授
之
法
也
。
称
以
上
者
。
承
上
三
色
也
。
問
。
選
叙
令
云
。
蔭
皇
親
者
。
親
王
子
從
四
位
下
。
諸
王
子
從
五
位

下
。
其
五
世
王
從
五
位
下
。
子
降
一
階
。
庶
子
又
降
一
階
者
。
然
則
。
二
世
王
雖
是
諸
王
。
可
叙
四
位
也
。
五
世
王
雖
同
諸
臣
。

可
叙
五
位
。
又
其
嫡
庶
子
等
。
可
叙
六
位
。
未
知
。
与
此
条
若
為
会
釈
。
或
云
。
諸
王
五
位
。
謂
三
四
世
王
也
。
二
世
王
不
合

也
。
合
叙
四
位
。
但
入
諸
王
例
耳
。
五
世
王
同
諸
臣
。
但
叙
五
位
。
此
条
是
立
大
例
耳
。
或
云
。
五
世
王
入
諸
王
之
例
。
私
案
。

義
云
。
称
以
上
者
。
承
上
三
色
者
。
然
則
、
不
必
諸
王
叙
五
位
。
諸
臣
叙
初
位
。
則
知
。
可
有
叙
四
位
之
諸
王
。
及
叙
五
位
六
位

之
諸
臣
。
不
可
更
疑
滞
。（
八
七
一－

一
Ａ
）

右
の
文
は
、
公
式
令
54
品
位
応
叙
条
の
義
解
と
そ
れ
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
親
王
、
諸
王
、
諸
臣
に
品
位
を
授
け
る
場

合
の
規
定
で
あ
る
。
設
問
で
は
、
選
叙
令
35
蔭
皇
親
条
を
引
用
し
て
、
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
二
世
王
（
親
王
を
一
世
と
数
え
る
）
は

諸
王
で
あ
っ
て
も
四
位
に
叙
し
、
五
世
王
は
諸
臣
で
あ
っ
て
も
（
継
嗣
令
１
皇
兄
弟
子
条
）
五
位
に
叙
し
、
ま
た
五
世
王
の
嫡
庶
子
は
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六
位
に
叙
す
べ
き
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
は
本
条
（
公
式
令
54
条
）
と
如
何
に
整
合
す
る
か
と
問
う
て
い
る
。
次
の
二
つ
の
或
説
の

文
意
は
、
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
今
暫
く
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。
即
ち
第
一
の
或
説
は
、
本
条
の
「
諸
王
五
位
」
と
は
三
・
四
世

王
の
こ
と
を
い
い
、
二
世
王
は
そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
。
何
故
な
ら
二
世
王
は
四
位
に
叙
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
二
世
王
は
諸
王

の
例
に
は
含
ま
れ
る
。
ま
た
五
世
王
は
諸
臣
に
同
じ
く
本
条
の
「
諸
王
」
に
は
入
ら
な
い
が
、
五
位
に
叙
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
結
論
と

し
て
本
条
は
選
叙
令
35
条
と
整
合
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
大
例
」（
凡
そ
の
基
準
）
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と

い
う
。
第
二
の
或
説
は
、
第
一
の
或
説
と
異
な
り
、
五
世
王
は
本
条
の
「
諸
王
」
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
以
上
の
二
つ
の
或
説
に
対

し
、「
私
案
」
は
、
本
条
の
義
解
に
は
「
称
以
上
者
。
承
上
三
色
」
と
あ
っ
て
、
令
文
の
「
以
上
」
の
語
は
、「
親
王
四
品
」「
諸
王
五

位
」「
諸
臣
初
位
」
の
三
者
す
べ
て
に
か
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
の
意
は
必
ず
し
も
諸
王
を
五
位
に
、
諸
臣
を
初
位
に
叙
す
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
四
位
に
叙
せ
ら
れ
る
諸
王
も
あ
り
、
ま
た
五
位
、
六
位
に
叙
せ
ら
れ
る
諸
臣
も
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
私

案
」
は
、
当
該
令
文
に
付
さ
れ
た
義
解
に
よ
る
解
釈
を
根
拠
に
し
て
令
文
の
意
味
を
説
明
し
、
先
行
学
説
の
誤
り
を
正
し
て
い
る
が
、

と
く
に
「
不
可
更
疑
滞
」
と
し
て
義
解
説
に
疑
問
の
余
地
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
私
案
」
は
、
当
該
令
文
の
解
釈
に
当
っ
て
、
義
解
説
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
重
視
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
更
に
次
の
例
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

義
云
。
不
関
預
弾
正
務
。
專
知
権
検
校
事
。
・
・
・
・
問
。
或
云
。
不
得
知
弾
正
事
者
。
居
他
司
不
行
弾
正
事
者
何
。
私
。
案
義

解
。
雖
在
本
司
不
可
行
。
抑
何
。（
八
七
三－

五
Ａ
）

右
の
文
は
、
公
式
令
57
弾
正
別
勅
条
の
義
解
と
そ
れ
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
弾
正
が
別
勅
に
よ
っ
て
、
臨
時
に
他
の
官

職
を
「
検
校
」（
管
掌
す
る
こ
と
）
し
た
場
合
は
、
弾
正
の
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
設
問
は
、
或

説
を
引
い
て
、
こ
の
説
で
は
令
文
の
「
不
得
知
弾
正
事
」
と
は
、
弾
正
が
他
の
官
司
に
あ
る
場
合
に
は
弾
正
の
職
務
を
執
行
す
る
こ
と

6國學院法學第54巻第3号 (2016)



は
で
き
な
い
と
解
す
る
が
、
こ
の
解
釈
は
妥
当
か
ど
う
か
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
に
対
し
、「
私
」
は
前
掲
義
解
の
文
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
と
、
弾
正
は
「
本
司
」（
弾
正
台
）
に
在
っ
て
も
、
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
従
っ
て
他
司
に
あ

っ
て
は
当
然
、
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
思
う
と
答
え
て
い
る
。
義
解
は
直
接
、
上
記
の
質
問
に
対
し
て
は
何
も

述
べ
て
い
な
い
が
、「
私
」
は
義
解
の
趣
旨
を
忖
度
し
て
、
右
の
如
く
解
答
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
私
。
案
義
解
」
と
あ
る

よ
う
に
、「
私
」
は
令
文
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
、
当
該
令
文
に
付
さ
れ
た
義
解
文
に
立
ち
帰
っ
て
、
思
考
を
め
ぐ
ら
す
と
い
う

姿
勢
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
な
お
、
そ
れ
は
公
式
令
60
京
官
上
下
条
の
「
私
案
」（
八
七
六－

一
Ａ
）
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
、
説
明
し
た
若
干
の
例
は
、「
私
」「
私
案
」
が
行
っ
た
義
解
文
の
解
釈
に
関
す
る
具
体
例
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、「
私
」

「
私
案
」
は
、
義
解
文
を
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
と
適
用
に
資
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
義
解
文
の
応
用
に
関
す
る
作
業
に
も
携
わ
っ

て
い
る
。
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

⑴
問
。
判
召
判
待
。
三
日
廿
日
之
内
。
若
有
故
礙
。
申
其
状
者
何
。
或
云
。
除
有
障
之
日
計
耳
。
私
案
。
可
然
。
何
者
。
下
義
云
。

前
人
有
公
事
。
限
内
不
赴
対
者
。
亦
同
此
法
故
。（
八
八
〇－

一
Ａ
）

⑵
問
。
下
条
之
訴
訟
。
須
有
追
摂
対
問
。
若
其
人
延
引
逃
避
。
両
限
不
赴
対
者
。
聴
越
次
上
陳
。
即
為
推
治
者
。
未
知
。
何
色
量
事

判
決
。
何
色
起越

）次
・

上
陳
。
私
。
下
条
義
云
。
依
上
条
判
召
三
日
。
判
待
廿
日
。
是
為
両
限
也
。
言
其
人
両
限
不
赴
対
者
。
即
須
検

発
判
決
。
而
不
検
決
。
故
聴
其
越
次
上
陳
。（
八
八
〇－

五
Ａ
）

⑴
の
文
は
、
公
式
令
62
受
事
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
第
四
項
は
、
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
官
司
へ
の
出
頭
期
限
等
の
規

定
で
あ
る
。
設
問
で
は
、「
判
召
」（
官
司
が
訴
訟
当
事
者
の
出
頭
を
待
つ
三
日
の
期
限
）
と
「
判
待
」（
訴
訟
当
事
者
が
「
判
召
」
に

出
頭
し
な
い
場
合
、
判
決
が
猶
予
さ
れ
る
二
十
日
の
期
限
）
の
期
間
内
に
「
前
人
」（
被
告
）
に
「
故
礙
」、
即
ち
支
障
が
生
じ
た
場
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合
、
そ
の
処
置
を
問
う
て
い
る
が
、
或
説
は
、
そ
の
支
障
の
あ
っ
た
日
を
「
判
召
」「
判
待
」
の
期
間
か
ら
除
く
と
答
え
て
い
る
。「
私

案
」
は
、
こ
の
解
答
を
是
と
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
に
同
条
下
文
（
令
文
）「
即
事
有
期
限
者
。
不
在
此
例
」
の
義
解
「
前
人
有
公
事
。

限
内
不
赴
対
者
。
亦
同
此
法
」（
被
告
に
公
用
が
あ
っ
て
、
期
限
内
に
出
頭
で
き
な
い
場
合
は
、
常
法
を
適
用
し
な
い
）
を
あ
げ
て
い

る
。
即
ち
「
私
案
」
は
、
前
掲
義
解
文
を
類
推
し
て
、
そ
れ
を
或
説
の
解
答
の
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
の
文
も
、
同
じ
く
公
式
令
62
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
設
問
で
は
、
本
条
と
公
式
令
64
訴
訟
追
摂
条
と
の
関
係
を
問
う
て
い

る
。
即
ち
本
条
で
は
、
官
司
よ
り
召
喚
を
命
じ
ら
れ
た
訴
訟
当
事
者
の
一
方
が
「
判
召
」「
判
待
」
の
期
間
を
経
て
も
出
頭
し
な
か
っ

た
場
合
、
官
司
の
主
典
が
そ
の
出
頭
し
な
か
っ
た
事
由
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
判
官
が
「
量
事
判
決
」（
案
件
の
内
容
を
取
り
調
べ

て
判
決
を
下
す
）
と
規
定
す
る
。
ま
た
公
式
令
64
条
で
は
、
訴
訟
当
事
者
の
一
方
が
官
司
の
召
喚
・
訊
問
に
応
ぜ
ず
、
延
引
逃
避
し
て

「
判
召
」「
判
待
」
の
期
間
を
経
た
場
合
、
当
事
者
の
他
の
一
方
は
「
越
次
上
陳
」（
官
司
の
序
次
を
越
え
て
上
訴
す
る
こ
と
）
が
許
さ

れ
る
と
規
定
す
る
。
設
問
で
は
、
本
条
の
「
量
事
判
決
」
と
64
条
の
「
越
次
上
陳
」
の
両
者
は
、
訴
訟
手
続
上
、
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る

場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。「
私
」
は
、
公
式
令
64
条
の
義
解
文
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
、
そ

れ
を
以
て
解
答
と
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
「
私
」
は
、
同
上
の
義
解
文
に
よ
っ
て
公
式
令
62
条
の
「
量
事
判
決
」
は
、
訴
訟
当
事
者
の

一
方
が
「
判
召
」「
判
待
」
の
両
限
を
過
ぎ
て
も
官
司
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
ま
た
公
式
令
64
条
の
「
越
次
上
陳
」
は
、

そ
の
よ
う
な
事
由
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
官
司
の
主
典
や
判
官
が
こ
の
事
案
に
関
し
て
検
決
し
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

規
定
し
て
い
る
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
例
も
「
私
」
に
よ
っ
て
二
つ
の
条
文
の
訴
訟
手
続
上
の
関
係

を
説
明
す
る
論
拠
と
し
て
義
解
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
も
広
く
養
老
令
一
般
を
理
解
す
る
為
の
義
解
文
の
応
用

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
示
す
文
は
、
何
れ
も
「
私
案
」
が
義
解
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
義
解
文
を
そ
の
根
拠
と
す
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
い
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わ
ば
義
解
文
の
解
釈
と
応
用
と
を
同
時
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑴
問
。
義
云
。
比
司
者
一
管
之
内
者
。
若
民
部
丞
検
校
主
計
助
者
。
亦
為
判
哉
。
或
云
。
管
省
与
被
管
司
。
亦
同
比
司
耳
。
私
案
。

是
也
。
何
者
。
選
叙
令
云
。
壹
岐
対
馬
守
雖
独
闕
。
猶
從
馳
駅
例
。
其
待
報
之
間
。
大
宰
遣
判
事
以
上
官
人
権
摂
。
義
云
。
権
摂

連
署
之
法
。
須
准
比
司
為
判
者
。
然
則
。
惣
官
々
人
権
摂
被
管
之
司
。
為
判
灼
然
故
。（
八
七
四－

二
Ｂ
）

⑵
義
云
。
勘
大
帳
税
帳
等
也
。
問
。
或
云
。
大
帳
。
謂
計
帳
別
名
者
何
。
私
案
。
然
也
。
案
下
義
解
知
之
。（
八
七
七－

九
Ａ
）

⑶
問
。
義
云
。
判
官
不
待
前
人
。
量
事
判
決
者
。
是
此
則
物
争
欤
。
或
云
。
然
也
。
若
以
入
罪
之
事
訴
者
不
在
此
例
。
所
犯
当
司
推

断
耳
。
私
案
。
下
条
或
云
。
上
条
判
召
者
。
亦
依
此
条
。
経
本
司
本
属
。
若
有
侵
損
者
。
依
獄
令
告
事
発
之
官
司
。（
八
八
〇－

四
Ａ
）

⑴
の
文
は
、
公
式
令
58
内
外
官
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
内
外
の
官
司
が
勅
に
よ
っ
て
臨
時
に
他
官
の
職
務
の
管
掌
を

命
じ
ら
れ
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
設
問
で
は
、
義
解
に
「
比
司
者
一
管
之
内
」
と
あ
る
が
、
民
部
省
の
丞
が
主
計
寮
の
助
を
検
校
し

た
場
合
も
、
本
条
で
い
う
「
摂
判
」（
そ
の
職
務
を
管
掌
す
る
こ
と
）
と
す
る
の
か
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
或
説
は
、
管
省
と

被
管
の
司
と
の
関
係
も
「
比
司
」（
同
一
管
内
の
官
司
）
と
同
じ
く
扱
う
（
従
っ
て
民
部
丞
が
主
計
助
を
検
校
し
た
場
合
も
、
本
条
の

「
摂
判
」
に
相
当
す
る
）
と
答
え
て
い
る
。「
私
案
」
は
、
こ
の
或
説
の
解
答
を
是
と
し
た
上
で
、
そ
の
根
拠
と
し
て
選
叙
令
８
在
官
身

死
条
と
そ
の
義
解
を
あ
げ
、
そ
こ
で
は
「
惣
官
」（
大
宰
府
）
の
官
人
が
「
被
管
之
司
」（
壹
岐
国
・
対
馬
国
）
を
「
権
摂
連
署
」
す
る

こ
と
も
、「
比
司
」
に
準
じ
て
「
判
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
前
記
の
民
部
丞
が
主
計
助
を
検
校
し
た
場
合
も
、
当
然
本
条
の
「
摂
判
」

に
相
当
す
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
「
私
案
」
は
公
式
令
58
条
の
義
解
の
解
釈
の
根
拠
に
選
叙
令
８
条
の
義
解
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
よ
う
。

⑵
の
文
は
、
公
式
令
62
受
事
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
二
項
は
、
弁
官
か
ら
送
付
さ
れ
た
庶
事
の
、
諸
司
に
お
け
る
決
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裁
の
期
限
を
規
定
す
る
。
令
文
「
大
事
廿
日
程
」
の
本
注
「
謂
計
算
大
簿
帳
」
に
つ
い
て
、
義
解
は
「
勘
大
帳
税
帳
也
」
と
す
る
が
、

設
問
で
は
、
義
解
の
い
う
「
大
帳
」
と
は
、
計
帳
の
別
名
と
す
る
或
説
の
可
否
を
問
う
て
い
る
。「
私
案
」
は
、
或
説
を
肯
定
し
た
上

で
、
そ
の
理
由
に
「
下
義
解
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
「
下
義
解
」
と
は
、
恐
ら
く
本
条
の
本
注
「
及
須
諮
詢
者
」
に
対
す
る
義
解

「
義
云
。
・
・
・
・
是
即
計
一
国
簿
帳
之
日
限
。
其
於
国
造
帳
之
時
。
既
給
廿
日
程
。
故
在
京
計
算
。
亦
准
此
程
。
・
・
・
・
」（
八
七

八－

四
Ａ
）
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
私
案
」
は
、
本
条
義
解
の
解
釈
に
他
の
本
注
に
付
さ
れ
た
義
解
を
根
拠
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

⑶
の
文
も
前
掲
公
式
令
62
条
の
第
四
項
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
設
問
で
は
、
義
解
文
「
判
官
不
待
前
人
。
量
事
判
決
」
を
あ
げ

て
、
こ
の
判
官
に
よ
る
裁
判
は
、「
物
」（
財
物
）
の
帰
属
に
関
す
る
紛
争
か
と
問
う
て
い
る
。
或
説
は
、
そ
れ
を
肯
定
し
、
但
し
犯
罪

に
関
す
る
訴
訟
に
は
本
条
を
適
用
せ
ず
、
そ
れ
は
罪
が
発
覚
し
た
処
を
管
轄
す
る
官
司
に
お
い
て
推
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
獄
令

１
犯
罪
条
）。「
私
案
」
は
、
こ
の
或
説
を
承
け
て
、
更
に
そ
の
根
拠
と
し
て
「
下
条
」
の
「
或
云
」
の
文
を
指
摘
し
て
い
る
。「
私
案
」

の
い
う
「
下
条
」
が
公
式
令
63
訴
訟
条
で
あ
る
と
す
る
と
、
前
掲
「
或
云
」
の
文
は
同
条
の
義
解
と
同
文
で
あ
る
か
ら
、「
私
案
」
は
、

や
は
り
公
式
令
62
条
の
義
解
文
の
解
釈
の
根
拠
に
同
63
条
の
義
解
を
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
三
例
は
、
何
れ
も
先
行
学
説
に
よ
る
義
解
文
の
解
釈
に
関
し
て
、「
私
案
」
が
そ
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
他
の
義
解
文
を
あ
げ

て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
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二

令
集
解
巻
二
十
の
「
私
」
と
義
解
の
関
係

1

次
に
、
令
集
解
巻
二
十
・
考
課
令
三
に
見
え
る
「
私
」「
私
案
」
に
よ
る
義
解
文
の
解
釈
と
応
用
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴
義
云
。
謂
自
入
逆
党
者
也
。
問
。
入
逆
党
者
。
一
端
何
。
或
云
。
没
化
外
也
。
或
云
。
入
於
逆
国
入
毛
人
国
亦
是
也
。
私
案
。
背

本
朝
。
投
蕃
国
。
或
從
偽
等
是
也
。
但
已
上
道
不
可
更
得
者
。
入
此
文
。
直
為
謀
状
科
罪
之
輩
。
約
配
流
以
上
之
句
耳
。
師同
。

（
五
九
七－

六
Ａ
）

⑵
問
。
下
文
云
。
事
多
疎
漏
者
為
下
。
義
云
。
漏
半
以
上
者
乃
為
多
者
。
然
則
此
義
文
称
頗
有
疎
漏
者
。
十
分
之

２
）

日四
）以

下
耳

・

欤
。
或

云
。
然
也
。（
五
九
〇－

八
Ｂ
）

⑴
の
文
は
、
考
課
令
55
増
益
条
の
義
解
と
そ
れ
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
前
条
考
課
令
54
国
郡
司
条
の
「
戸
口
増
益
」
と

「
戸
口
減
損
」
の
内
容
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
設
問
は
、「
戸
口
減
損
」
の
事
由
の
一
つ
で
あ
る
令
文
「
戸
口
入
逆
」
の
義
解
文
「
入
逆

党
」
の
具
体
例
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
或
説
は
、「
入
逆
党
」
と
は
化
外
の
国
に
没
落
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
第
二
の
或

説
は
、
逆
国
や
毛
人
国
に
入
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
と
す
る
が
、「
私
案
」
は
、
本
朝
に
背
く
こ
と
、
蕃
国
に
投
ず
る
こ
と
、

「
偽
」（
正
統
で
は
な
い
偽
の
政
権
）
に
従
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
と
し
、
す
で
に
実
行
に
着
手
し
て
、
ま
だ
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
も
の

が
、「
入
逆
」
に
入
り
、
そ
の
予
備
・
陰
謀
の
罪
を
犯
し
て
、
す
で
に
逮
捕
さ
れ
た
も
の
が
令
文
「
犯
罪
配
流
以
上
」（「
戸
口
減
損
」

の
事
由
の
一
つ
）
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
こ
の
「
私
案
」
の
文
は
、
義
解
の
「
入
逆
党
」
に
つ
い
て
、
賊
盗
律
４
謀
叛
条
、
名
例
律
６

八
虐
条
・
謀
叛
等
を
参
照
し
て
、
更
に
詳
し
く
解
釈
し
、
義
解
説
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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⑵
の
文
は
、
考
課
令
53
衛
門
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
門
部
の
勤
務
評
定
の
基
準
・
方
法
を
上
中
下
の
三
等
に
分
け
て

規
定
す
る
。
本
条
令
文
に
は
、「
不
勤
其
門
。
数
有

違
。
検
校
之
所
。
事・
多・
疎・
漏・
者
為
下
」
と
あ
る
が
、
一
方
、
令
文
「
居
門
不
怠
。

検
校

失
。
至
於
禁
察
。
未
是
灼
然
者
為
中
」
の
「
検
校

失
」
の
義
解
に
は
、「
義
云
。
雖
是

失
。
頗・
有・
疎・
漏・
。
故
猶
為
中
也
」

と
あ
る
。
発
問
者
は
、
前
掲
令
文
「
事
多
疎
漏
」
と
前
掲
義
解
文
「
頗
有
疎
漏
」
の
相
違
を
問
題
と
し
、
前
掲
令
文
「
事
多
疎
漏
者
為

下
」
の
義
解
に
「
漏
半
以
上
者
。
乃
為
多
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
義
解
文
の
「
頗
有
疎
漏
」
を
「
十
分
之
四
以

下
」、
即
ち
門
部
の
職
務
疎
漏
の
割
合
が
十
分
の
四
以
下
の
場
合
と
解
釈
し
、
そ
の
可
否
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
前
掲
文
に
は
「
私
」

「
私
案
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
発
問
者
で
あ
る
異
質
令
集
解
の
編
者
が
右
の
よ
う
な
義
解
文
の
解
釈
を
解
答
案
と
し
て
示
し
、
先
行

学
説
「
或
云
」
が
そ
れ
を
肯
定
す
る
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
前
掲
文
は
、
編
者
に
よ
っ
て
先
行
学
説
に
あ
っ
た
問
答

体
の
文
を
節
略
し
て
作
り
変
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
右
の
設
問
者
の
解
答
案
は
、
本
条
の
義
解
「
頗
有
疎
漏
」
を
下
文
の
義
解

「
漏
半
以
上
者
。
乃
為
多
」
を
根
拠
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
義
解
文
を
以
て
義
解
文
を
解
釈
し
た
例
と
し
て
も
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

前
述
の
巻
三
十
五
に
お
い
て
は
、「
私
」「
私
案
」
が
当
該
令
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
義
解
説
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
重
視
す
る
姿

勢
が
窺
わ
れ
る
と
し
た
が
、
そ
の
傾
向
は
巻
二
十
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
そ
の
例
を
掲
げ
よ
う
。

⑴
或
云
。
幹
了
。
謂
專
其
事
。
不
待
処
分
。
得
済
者
。
受
敎
得
済
。
不
蒙
敎
不
得
專
成
。
私
見
義
解
。（
五
八
七－

七
Ａ
）

⑵
或
云
。
若
去
年
中
上
。
而
今
年
中
々
。
此
不
在
称

劇
之
例
。
私
案
。
見
義
解
。（
六
〇
三－

五
Ｂ
）

⑶
問
。
或
云
。
考
中
邂
逅
罪
犯

成
負
殿
。
念
悔
勤
倍
増
。
異
於
常
之
類
。
此
是
上
条
罪
。
雖
成
殿

状
可
矜
也
。
但
有
別
功
者
。

以
常
法
准
折
耳
。
而
何
。
私
案
。
就
義
解
論
之
。
此
説

破
也
。
仍
為
不
用
。
問
。
別
有
可
嘉
尚
者
。
亦
為
異
於
常
者
何
。
私

案
。
乖
義
解
。
又
用
。（
六
〇
三－

五
Ｂ
）

12國學院法學第54巻第3号 (2016)



⑴
の
文
は
、
考
課
令
51
分
番
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
内
分
番
一
般
の
勤
務
評
定
の
基
準
・
方
法
を
三
等
に
分
け
て
規

定
す
る
。
即
ち
「
小
心
謹
卓
。
執
当
幹
了
」
を
上
と
し
、「
番
上

違
。
供
承
得
済
」
を
中
と
し
、「

違
不
上
。
執
当

失
」
を
下
と

す
る
。
或
説
は
、
右
の
「
幹
了
」
と
は
他
人
の
指
揮
を
待
た
ず
に
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

「
得
済
」
と
は
他
人
の
指
揮
を
受
け
て
漸
く
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
即
ち
他
人
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ

の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
る
。
こ
の
或
説
の
解
釈
に
対
し
、「
私
」
は
、
そ
の
解
釈
が
す
で
に
本

条
の
義
解
「
義
云
。
・
・
・
・
乾
了
者
。
幹
。

也
。
了
。
慧
也
。
言

幹
慧
了
。
自
能
堪
事
也
」（
五
八
七－

四
Ａ
）、「
義
云
。
待

人
指
麾
。
承
順
成
済
也
」（
五
八
七－

五
Ａ
）
に
見
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
の
文
は
、
考
課
令
57
犯
罪
附
殿
条
の
令
文
「
即
公
坐
殿
失
応
降
。
若
当
年

劇
。
有
異
於
常
者
。
聴
減
一
殿
」
に
関
す
る
注
記
で

あ
る
が
、
同
条
は
官
人
に
よ
る
犯
罪
の
軽
重
と
考
第
の
降
下
と
の
対
応
関
係
の
基
準
を
規
定
す
る
。
前
掲
令
文
は
、
公
罪
で
殿
が
付
さ

れ
る
過
失
を
犯
し
、
考
第
が
降
さ
れ
る
べ
き
官
人
の
当
年
の
勤
務
上
の
功
労
が
通
常
と
は
甚
だ
し
く
異
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
官
人

の
考
文
に
付
す
べ
き
一
殿
は
減
ず
る
こ
と
を
ゆ
る
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
或
説
は
、
そ
の
場
合
、
官
人
の
考
第
が
去
年
中
上
で
あ
っ

て
、
今
年
中
々
で
あ
れ
ば
、
そ
の
例
に
は
入
ら
な
い
と
す
る
が
、「
私
案
」
は
、
そ
の
解
釈
は
、
す
で
に
義
解
説
に
見
え
て
い
る
と
い

う
。
恐
ら
く
「
私
案
」
は
、
前
掲
令
文
の
義
解
に
、「
義
云
。
謂
得
中
上
以
上
考
者
。
何
者
。
中
上
以
上
考
。
非
常
人
之
所
得
故
。
是

以
。
唐
令
加
一
季
祿
。
即
常
得
中
々
之
人
。
特
得
中
上
。
常
得
中
上
之
人
。
特
得
上
下
之
類
。
故
云
有
異
於
常
也
」（
六
〇
三－

四
Ａ
）

と
あ
っ
て
、
一
殿
を
減
ず
る
こ
と
の
ゆ
る
さ
れ
る
官
人
は
、
中
上
以
上
の
考
の
も
の
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
或
説
の
い
う
今
年

中
々
考
の
官
人
は
、
当
然
、
一
殿
を
減
ず
る
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

⑶
の
文
は
、
⑵
の
文
に
続
く
注
記
で
あ
る
。
第
一
の
設
問
の
意
味
は
、
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
暫
く
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。
先

ず
第
一
の
設
問
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
考
校
中
に
官
人
が
た
ま
た
ま
罪
を
犯
し
て
、
そ
の
勤
務
成
績
に
負
殿
が
生
じ
、
そ
の
為
、
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悔
悟
の
念
か
ら
勤
務
に
励
ん
で
、
そ
の
成
果
を
倍
増
し
て
常
時
と
は
異
な
る
と
い
う
類
の
行
為
は
、
考
課
令
50
一
最
以
上
条
の
「
罪
雖

成
殿
。

状
可
矜
」
に
相
当
す
る
が
、
そ
の
官
人
に
別
の
功
が
あ
れ
ば
「
常
法
」（
考
課
令
54
国
郡
司
条
か
）
に
よ
っ
て
、
上
記
の
負

殿
と
相
殺
す
る
。
而
し
て
そ
の
行
為
は
、
本
条
の
「
若
当
年

劇
。
有
異
於
常
者
」
に
も
相
当
す
る
と
思
う
が
ど
う
か
と
。「
私
案
」

で
は
、
こ
の
説
は
義
解
説
に
従
え
ば
、
す
で
に
破
綻
し
て
お
り
、
従
っ
て
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
恐
ら
く
「
私
案
」
は
、
上

記
の
義
解
に
よ
れ
ば
、
本
条
は
常
時
中
々
考
に
あ
る
人
が
当
年
中
上
考
を
、
ま
た
常
時
中
上
考
に
あ
る
人
が
当
年
上
下
考
を
得
た
場
合

に
適
用
す
べ
き
規
定
で
あ
る
と
し
て
「
或
説
」
を
否
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
設
問
で
は
、
前
記
考
課
令
50
条
の
「
別
有
可
嘉

尚
」
は
、
本
条
の
「
異
於
常
」
と
同
義
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
問
う
て
い
る
。「
私
案
」
で
は
、
両
者
を
同
義
と
す
る
こ
と
は
、

や
は
り
本
条
の
義
解
の
趣
旨
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
の
説
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

３
）

す
る
。

右
に
あ
げ
た
三
例
は
、
何
れ
も
先
行
学
説
を
検
討
す
る
際
に
、「
私
案
」
が
当
該
令
文
に
付
さ
れ
た
義
解
文
に
立
ち
帰
っ
て
、
義
解

説
を
基
準
に
し
て
、
そ
の
当
否
を
判
断
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
更
に
「
私
案
」
は
、
他
条
に
付
さ
れ
た
義
解
文
を
も
屡
々
そ
の
判
断
の

根
拠
に
援
用
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
即
ち
以
下
に
示
す
義
解
文
応
用
の
例
で
あ
る
。

⑴
或
云
。
有
蔭
合
贖
之
人
。

位
犯
徒
以
上
。
已
収
贖
訖
。
今
准
有
位
人
可
官
当
之
色
。
雖
已
収
贖
訖
。
仍
合
解
見
任
。
私
案
。
下

条
云
。
官
人
有
犯
私
罪
下
中
。
公
罪
下
々
。
並
解
見
任
。
即
依
法
合
除

官
当
者
。
不
在
考
校
之
限
。
義
云
。
若

位
官
人
有
蔭

贖
徒
以
上
者
。
亦
須
解
官
。
不
可
軽
於
八
位
以
上
也
。
又
上
兵
衛
条
云
。
数
有
犯
失
為
下
。
義
解
云
。
並
是
杖
罪
以
下
。
即
降
其

考
。
若
至
徒
以
上
者
。
仍
可
解
任
也
者
。
然
則
依
件
等
条
習
耳
。（
六
〇
一－

八
Ｂ
）

⑵
或
云
。
有
公
罪
負
。
私
罪
負
者
。
以
私
罪
累
分

公
罪
カ
）名

・

為
公
坐
殿
。
其
公
罪
雖
有
相
交
。
不
在
降
限
。
私
案
。
是
也
。
何
者
下
条
云
。

官
人
有
犯
私
罪
下
中
。
公
罪
下
々
。

解
見
任
。
義
云
。
若
通
計
公
罪
私
罪
殿
。
降
至
下
中
者
。
即
為
公
罪
殿
。
不
可
解
官
之

故
。
又
案
詐
偽
律
可
知
。（
六
〇
二－

三
Ａ
）
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⑶
問
。
称
依
余
功
者
。
善
最
等
亦
同
哉
。
或
云
。
然
也
。
私
案
。
善
必
待
衆
知
。
是
知
不
可
詐
得
善
。
但
詐
得
最
者
改
降
耳
。
師

説
。
亦
処
諂
詐
之
第
耳
。（
五
九
九－

五
Ａ
）

⑴
の
文
は
、
前
掲
考
課
令
57
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
。
或
説
は
蔭
が
あ
っ
て
収
贖
の
ゆ
る
さ
れ
る
人
（
名
例
律
11
贖
条
）
が
無
位

の
分
番
の
官
人
で
あ
っ
て
、
徒
以
上
の
罪
を
犯
し
、
す
で
に
収
贖
を
す
ま
せ
た
場
合
は
、
有
位
の
人
の
官
当
す
べ
き
場
合
に
準
じ
て
現

任
の
官
を
解
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。「
私
案
」
は
、
こ
の
或
説
の
根
拠
と
し
て
考
課
令
58
犯
私
罪
条
と
そ
の
義
解
、
及
び
同
52
兵
衛

条
と
そ
の
義
解
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
の
文
も
考
課
令
57
条
の
令
文
「
当
上
上
考
者
。
雖
有
殿
不
降
。
謂
非
私
罪
」
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
。
或
説
は
官
人
に
公
罪
の
負

と
私
罪
の
負
が
共
に
あ
っ
た
場
合
、
私
罪
の
負
を
以
て
公
罪
の
負
に
累
ね
て
、
こ
れ
を
公
罪
の
殿
と
し
、
公
罪
と
私
罪
と
が
混
在
し
て

い
て
も
、
上
々
考
の
考
第
を
降
す
こ
と
は
し
な
い
と
す
る
。「
私
案
」
は
、
こ
の
説
を
妥
当
と
し
て
、
そ
の
根
拠
に
考
課
令
58
犯
私
罪

条
と
そ
の
義
解
、
及
び
詐
偽
律
８
詐
為
官
文
書
増
減
条
を
あ
げ
る
。
こ
こ
に
「
私
案
」
が
考
課
令
58
条
の
義
解
を
あ
げ
た
理
由
は
、
公

罪
と
私
罪
と
を
通
計
し
て
考
第
を
降
し
て
下
中
に
至
っ
た
も
の
は
、
こ
れ
を
公
罪
の
殿
と
し
て
解
官
し
な
い
と
す
る
義
解
説
を
前
記
考

課
令
57
条
の
場
合
に
類
推
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑶
の
文
は
、
考
課
令
56
官
人
加
戸
口
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
戸
口
の
増
益
、
田
農
の
勧
課
、
及
び
「
余
功
」
に
よ
っ

て
官
人
の
考
第
を
進
め
た
後
、
そ
れ
ら
の
功
が
「
不
実
」（
事
実
で
な
い
こ
と
）
で
あ
っ
た
場
合
は
、
た
と
い
恩
赦
に
あ
っ
て
も
、
そ

の
考
第
は
「
追
改
」（
過
去
に
遡
っ
て
訂
正
）
す
る
と
規
定
す
る
。
設
問
は
、
令
文
「
縁
余
功
」
と
は
、
官
人
の
勤
務
評
定
の
際
の
徳

目
で
あ
る
「
善
」
や
官
人
の
各
職
務
執
行
の
際
の
基
準
で
あ
る
「
最
」
も
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
か
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
或
説
は

「
然
也
」
と
し
て
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
或
説
の
解
答
に
対
し
、「
私
案
」
は
、「
善
」
を
得
る
為
に
は
「
衆
知
」（
そ
の
徳

行
が
一
般
の
人
々
に
遍
く
知
れ
渡
る
こ
と
）
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
詐
っ
て
「
善
」
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
（
即
ち
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「
余
功
」
に
は
「
善
」
は
含
ま
れ
な
い
）。
従
っ
て
、
詐
っ
て
「
最
」
を
得
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
考
を
改
め
て
考
第
を
降
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
因
み
に
「
師
説
」
は
、
そ
の
場
合
、
官
人
の
考
は
、「
諂
詐
之
第
」（
下
々
考
。
考
課
令
50
一
最
以
上
条
）
に
降
す
と
す

る
。
前
掲
「
私
案
」
の
「
善
必
待
衆
知
」
と
は
、
考
課
令
50
最
条
の
義
解
に
「
謂
凡
善
者
必
待
衆
知
。
然
後
乃
得
為
善
」（
五
七
八－

一
Ａ
）
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
私
案
」
は
、
先
行
学
説
に
よ
る
考
課
令
56
条
の
令
文
「
縁
余
功
」

の
解
釈
上
の
不
備
を
考
課
令
50
条
の
義
解
に
よ
っ
て
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

2

異
質
令
集
解
の
注
記
の
方
法
に
関
し
て
、
巻
二
十
と
巻
三
十
五
と
で
異
な
る
の
は
、
巻
二
十
で
は
、
そ
の
問
答
形
式
の
文
中
に
「
師

説
」
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
（
な
お
巻
一
に
も
「
師
説
」
が
存
す
る
）。
即
ち
巻
二
十
に
お
い
て
先
行
学
説
に
対
し
、
そ
の
内
容
が
妥

当
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
を
下
す
場
合
、
ま
た
令
文
解
釈
に
複
数
説
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
判
断
を
下
す
場
合
、「
私

案
」
は
自
己
の
意
見
を
述
べ
た
後
に
、「
師
同
」「
師
同
之
」
な
ど
と
記
し
て
、「
師
」
も
自
己
と
同
説
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
発
問
者
た
る
「
私
」
は
、
自
己
の
意
見
を
述
べ
ず
に
、「
師
説
」
を
以
て
、
そ
の
解
答
に
代
え
て
い
る
場
合
も
屡
々
認
め
ら

４
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
先
行
学
説
の
妥
当
性
を
問
う
と
き
、
ま
た
一
般
に
令
文
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
と
き
、「
師
説
」
が
そ
の
判
定
者
、
解

答
者
と
し
て
登
場
し
、
大
き
な
働
き
を
為
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
巻
二
十
に
見
え
る
「
師
」
は
、「
私
」
の
事
実
上
の

師
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
「
私
」「
私
案
」
と
「
師
説
」
と
が
異
な
る
場
合
も
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
巻
二
十

で
は
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
す

５
）

れ
ば
、「
師
説
」
が
「
私
」「
私
案
」
の
法
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
異
質
令
集
解
編
纂
の
意
図
や
目
的
を
探
究
す
る
に
当
っ
て
、
予
め
「
師
説
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
し

て
お
く
こ
と
は
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
師
説
」
の
内
容
を
逐
一
検
討
し
て
、
そ
の
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
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は
暫
く
措
き
、
こ
こ
で
は
、「
師
説
」
と
義
解
の
関
係
に
つ
い
て
の
み
若
干
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
止
め
た
い
。「
師
説
」
と
義
解
の
関
係

を
窺
う
に
足
る
史
料
と
し
て
は
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

⑴
問
。
上
条
義
云
。
善
悪
為
行
。
才
藝
為
能
。
職
事
修
理
為
功
。
公
務
廃
闕
為
過
者
。
此
条
亦
同
哉
。
師
説
。
然
也
。（
五
八
七－

二
Ｂ
）

⑵
問
。
或
云
。
会
常
赦
所
不

。
悉
赦
之
赦
者
。
不
合
追
改
。
或
云
。
猶
合
追
改
者
。
此
両
説
以
誰
為
是
。
師
説
。
猶
合
追
改
。
何

者
勅
断
条
。
称
恩
赦
前
獄
成
者
。
非
常
赦
皆
在
其
中
。
又
戸
令
。
先

後
娶
為
妻
妾
者
。
雖
会
赦
猶
離
。
是
雖
非
常
赦
。
猶
離
之

故
。（
五
九
九－

二
Ａ
）

⑶
問
。
去
年
所
由
官
。
成
送選

カ
）今

・

年
春
得
位
秩
。
去
年
誤
以
他
考
居
下
第
之
事
発
者
。
依
去
年
考
已
得
位
了
。
至
如
是
者
。
若
降
事
発

年
考
哉
。
師
説
。
長
官
誤
降
人
考
。
得
位
之
後
。
事
発
者
。
猶
応
追
改
。
可
除
昇
降
必
当
之
最
故
。
是
所
謂
不
実
耳
。
凡
此
条
称

不
実
者
。
故
不
実
。
失
不
実
。
並

別
。
々
々
文
之
故
。（
五
九
九－

七
Ａ
）

⑴
の
文
は
、
前
掲
考
課
令
51
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
設
問
で
は
、
令
文
「
行
・
能
・
功
・
過
」
の
語
義
が
考
課
令
１
内
外
条

の
義
解
（
五
三
四－

一
Ａ
）
と
同
義
か
と
問
い
、
同
義
で
あ
る
こ
と
を
「
師
説
」
を
以
て
答
え
て
い
る
。

⑵
の
文
は
、
前
掲
考
課
令
56
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
同
条
は
前
述
の
よ
う
に
官
人
が
戸
口
・
熟
田
の
増
益
等
の
功
に
よ
り
考

第
を
進
め
た
後
に
、
そ
の
功
の
事
由
が
事
実
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
た
と
い
恩・
赦・
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
考
第
は

「
追
改
」（
過
去
に
遡
っ
て
訂
正
）
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
設
問
は
、
そ
の
恩
赦
を
問
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
律
令
の
恩
赦
は
、

大
別
す
る
と
二
種
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
断
獄
律
20
赦
前
断
罪
不
当
条
、
同
21
聞
知
恩
赦
故
犯
条
等
に
規
定
さ
れ
た
「
常
赦
」
で
あ
っ

て
、「
常
赦
」
に
は
「
常
赦
」
が
下
さ
れ
て
も
、
そ
の
適
用
を
排
除
す
る
犯
罪
（「
常
赦
所
不

」
の
罪
）
の
種
類
が
予
め
前
掲
律
条
に

明
示
さ
れ
て
い
る
。
他
の
一
つ
は
、「
非
常
赦
」
で
あ
っ
て
、「
常
赦
」
で
は
免
さ
れ
な
い
犯
罪
を
も
、
す
べ
て
赦
免
す
る
と
い
う
特
別
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の
赦
で
あ
る
。

さ
て
、
前
掲
考
課
令
56
条
の
設
問
で
は
、
本
条
の
「
縦
経
恩
降
、
其
考
皆
從
追
改
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
或
説
を
あ
げ
る

が
、
前
説
で
は
「
非
常
赦
」
に
あ
え
ば
、
そ
の
考
第
は
「
追
改
」
し
な
い
と
解
し
、
後
説
で
は
「
非
常
赦
」
に
あ
っ
て
も
、「
追
改
」

す
る
と
解
す
る
。
即
ち
令
文
の
「
恩
降
」
は
、
前
説
で
は
「
非
常
赦
」
を
含
ま
な
い
と
し
、
後
説
で
は
、
そ
れ
を
含
む
と
す
る
。
設
問

で
は
、
こ
の
両
説
を
あ
げ
て
、
何
れ
が
是
で
あ
る
か
と
問
い
、
更
に
そ
の
下
に
「
師
説
。
猶
合
追
改
」
と
あ
る
か
ら
、
発
問
者
は
、

「
師
説
」
に
よ
っ
て
後
説
を
是
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
師
説
」
が
後
説
を
是
と
し
た
根
拠
に
「
勅
断
条
」、

即
ち
考
課
令
64
官
人
犯
罪
条
の
「
恩
前
獄
成
」
の
「
恩
」
が
「
非
常
赦
」
を
含
む
こ
と
、
ま
た
戸
令
27
先

条
の
「
先

。
後
娶
為
妻

妾
。
雖
会
赦
。
猶
離
之
」
の
「
赦
」
も
、
同
様
に
「
非
常
赦
」
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、「
師

説
」
は
考
課
令
64
条
の
「
恩
」、
及
び
戸
令
27
条
の
「
赦
」
が
「
非
常
赦
」
を
含
む
と
解
し
た
の
か
。
前
掲
「
師
説
」
は
、
そ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
両
条
の
義
解
が
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
戸
令
27
条
の
義
解
に

は
、「
謂
不
以
礼
交
。
為

也
。
・
・
・
・

会
非・
常・
赦・
。
猶
亦
離
之
」（
三
〇
三－

八
Ａ
）
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
考
課
令
64
条

の
義
解
に
は
、「
謂
別
放
及
降
。
並
同
恩
例
」（
六
三
五－

九
Ａ
）
と
あ
る
か
ら
、「
師
説
」
は
、
令
文
の
「
恩
」
は
「
別
放
及
降
」
を

含
む
と
解
し
、
且
つ
こ
の
「
別
放
及
降
」
を
「
非
常
赦
」
の
一
種
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
戸
令
27
条
、
考
課
令
64
条
の
義
解

文
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
義
解
説
で
は
一
般
に
令
文
の
「
恩
」「
赦
」
は
「
常
赦
」
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
非
常
赦
」

を
も
含
む
と
考
え
ら
れ
、「
師
説
」
は
、
そ
の
義
解
説
に
従
っ
て
前
掲
考
課
令
56
条
の
「
恩
降
」
を
解
釈
し
、「
不
実
」
に
よ
る
考
第
の

昇
進
は
、
た
と
い
「
非
常
赦
」
に
あ
っ
て
も
「
追
改
」
す
べ
し
と
断
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑶
の
文
も
、
考
課
令
56
条
に
関
す
る
設
問
と
そ
れ
に
対
す
る
「
師
説
」
で
あ
る
。
こ
の
設
問
の
意
味
は
、
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
今

暫
く
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
き
た
い
。
去
年
成
選
の
年
限
が
満
ち
て
、
今
年
の
春
に
叙
位
さ
れ
た
所
由
の
官
（
官
人
の
考
第
の
評
価
に
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携
わ
る
官
人
）
が
去
年
、
誤
っ
て
他
の
官
人
の
考
第
を
下
第
に
降
し
、
そ
の
こ
と
が
今
年
発
覚
し
た
場
合
は
、
去
年
の
考
に
よ
っ
て
、

す
で
に
位
を
得
て
い
る
所
由
の
官
の
今
年
の
考
第
を
降
す
べ
き
か
と
。
こ
の
設
問
の
解
答
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
師
説
」
の
内
容
は
、

凡
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
長
官
が
誤
っ
て
他
の
官
人
の
考
第
を
降
し
、
そ
の
長
官
が
位
を
得
た
後
に
事
が
発
覚
し
た
な
ら
ば
、

な
お
「
追
改
」
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
官
と
し
て
の
「
昇
降
必
当
」
の
「
最
」（
考
課
令
33
最
条
）
が
除
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
本
条
の
い
う
「
不
実
」（
事
実
で
は
な
い
こ
と
）
で
あ
る
。
な
お
本
条
の
「
不
実
」
に
は
、「
故
」
の
「
不
実
」
も
、「
失
」
の

「
不
実
」
も
共
に
含
ま
れ
る
。
何
故
な
ら
本
条
に
は
両
者
を
区
別
す
る
明
文
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
。

こ
こ
で
は
、「
師
説
」
の
「
不
実
」
に
対
す
る
解
釈
が
注
目
さ
れ
よ
う
。「
師
説
」
は
、「
故
不
実
。
失
不
実
。
並

別
」
と
述
べ
て
、

令
文
の
「
不
実
」
に
は
、
故
意
に
基
づ
く
「
不
実
」
も
、
過
失
に
基
づ
く
「
不
実
」
も
区
別
な
く
共
に
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
る
が
、
こ

の
「
不
実
」
の
解
釈
は
、
次
に
掲
げ
る
考
課
令
２
官
人

迹
条
の
義
解
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

問
。
依
律
考
校
不
以
実
者
。
一
人
笞
五
十
。
二
人
加
一
等
。
失
者
減
三
等
。
未
知
。
至
於
降
考
。
故
失
有
別
耶
。
答
拠
律
科
罪
。

雖
故
失
各
異
。
在
令
降
考
。
即
故
失

別
。
是
律
令
義
殊
。
未
可
滞
執
。（
五
四
八－

四
Ａ
）

右
の
義
解
に
は
、
所
由
の
官
人
が
他
の
官
人
の
考
第
を
不
正
に
昇
降
さ
せ
た
場
合
、
職
制
律
２
貢
挙
非
其
人
条
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ

る
が
、
そ
れ
に
は
「
故
失
」
の
別
が
あ
る
こ
と
、
一
方
、
考
課
令
２
条
に
よ
り
所
由
の
官
人
の
考
第
も
不
正
に
よ
る
昇
降
に
応
じ
て
降

さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
故
失
」
の
別
の
な
い
こ
と
、
従
っ
て
律
と
令
と
で
は
法
の
適
用
が
異
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲

考
課
令
56
条
に
関
す
る
「
師
説
」
の
文
は
、
右
の
考
課
令
２
条
の
義
解
文
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
師
説
」
が
義
解
説
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
三
例
を
あ
げ
た
が
、「
師
説
」
も
令
文
の
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
、
ま
た

先
行
学
説
の
妥
当
性
を
論
ず
る
場
合
、
常
に
義
解
文
を
博

し
て
、
そ
こ
に
解
決
の
道
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三

異
質
令
集
解
に
関
す
る
若
干
の
考
察

以
上
、
令
集
解
巻
三
十
五
・
公
式
令
五
、
及
び
同
巻
二
十
・
考
課
令
三
に
見
え
る
「
私
」「
私
案
」
が
義
解
文
と
い
か
に
関
わ
り
、

ま
た
義
解
文
を
い
か
に
扱
っ
て
い
た
か
、
そ
れ
を
法
解
釈
の
視
点
か
ら
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
の
編
者

た
る
「
私
」
は
、
義
解
文
そ
の
も
の
を
解
釈
し
て
、
そ
の
意
味
内
容
の
確
定
に
努
め
る
と
共
に
、
他
方
で
は
、
そ
の
義
解
文
を
当
該
令

文
に
関
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
養
老
令
一
般
の
解
釈
と
適
用
に
資
す
る
為
に
様
々
な
作
業
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
ら
の
「
私
」
の
作
業
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
令
義
解
成
立
以
後
に
お
け
る
義
解
の
研
究
、
即
ち
義
解
学
の
成
果
が
取
り
入
れ

ら
れ
、
ま
た
巻
二
十
に
見
る
よ
う
に
、「
私
」
の
師
の
学
説
で
あ
る
「
師
説
」
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
師
説
」
が

巻
三
十
五
に
見
え
な
い
理
由
は
不
詳
で
あ
る
が
、「
私
」「
私
案
」
と
義
解
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
、
巻
二
十
と
巻
三
十
五

と
に
お
い
て
両
者
が
大
き
く
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

と
り
わ
け
「
私
」
の
注
目
す
べ
き
作
業
と
し
て
、
義
解
文
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
他
条
や
同
条
下
文
に
付
さ
れ
た
義
解
文
を
屡
々

援
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
義
解
文
を
以
て
義
解
文
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
す
で
に
義
解
全
体

を
一
つ
の
法
体
系
を
も
つ
法
源
と
考
え
る
認
識
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
は
通
常
の
令
集
解
所
載
の
伴
記
に
も
認
め
る

こ
と
が
で
き

６
）

る
が
、
異
質
令
集
解
で
は
、
そ
の
傾
向
が
更
に
一
段
と
顕
著
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
「
私
」
は
、
先
行
学
説
を

論
評
す
る
に
当
っ
て
、「
或
云
。
・
・
・
・
私
案
。
是
也
。
何
者
。
選
叙
令
云
。
・
・
・
・
義・
云・
。
・
・
・
・
」（
八
七
四－

三
Ａ
）、

「
或
云
。
・
・
・
・
私
案
。
然
也
。
案・
下・
義・
解・
知
之
」（
八
七
七－

九
Ａ
）、「
或
云
。
・
・
・
・
私
案
。
是
也
。
何
者
。
下
条

云
。
・
・
・
・
義・
云・
。
・
・
・
・
」（
六
〇
二－

三
Ａ
）、「
或
云
。
・
・
・
・
就・
義・
解・
論・
之・
。
此
説

破
也
」（
六
〇
三－

五
Ｂ
）
な
ど
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と
い
う
よ
う
に
、
屡
々
義
解
説
を
標
準
と
し
て
先
行
学
説
の
可
否
を
積
極
的
に
論
じ
、
判
断
を
下
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
私
」

が
令
文
解
釈
に
疑
義
が
生
じ
た
際
、
た
え
ず
義
解
説
に
立
ち
帰
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
義
解
説
の
趣
旨
に
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
検

査
、
確
認
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
令
集
解
に
お
い
て
も
、
編
者
が
令
文
を
説
明
す
る
為
に
他
の
令
条
の
義
解

文
を
備
考
的
に
掲
げ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
し

７
）

て
も
、
こ
の
よ
う
に
義
解
説
を
根
拠
に
し
て
、
先
行
学
説
の
是
非
を
あ
か
ら
さ
ま
に
論
ず

る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
の
「
私
」
の
作
業
は
、
令
義
解
成
立
以
後
、
義
解
説
が
次
第
に
権

威
を
も
ち
、
そ
れ
が
明
法
道
の
世
界
に
普
及
し
て
来
た
結
果
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
で
に
貞
観
、
延
喜
の
律
令
講
書
に
お
い
て
は
、
義
解
を
素
材
と
し
て
博
士
や
参
加
者
が
問
答
形
式
に
よ
っ
て
令
文
の
解
釈
を
進
め

て
い
る
こ
と
、
ま
た
異
質
令
集
解
の
注
釈
形
式
が
律
令
講
書
記
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
て

８
）

い
る
。
従
っ
て
、
両

律
令
講
書
が
異
質
令
集
解
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
律
令
講
書
に
お
い
て
義

解
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
延
喜
講
書
私
記
の
次
の
二
つ
の
記
事
に
留
意
し
て
お

き
た
い
。

⑴
延
喜
講
書
記
云
。
問
。
十
九
条
者
。
計
其
条
数
如
何
。
基
答
。
一
位
以
下
。
初
位
以
上
十
八
条
。
一
品
以
下
。
四
品
以
上
一
条
。

十
九
条
。
問
。
一
品
以
下
。
四
品
以
上
。
相
当
各
異
也
。
而
今
於
諸
臣
。
各
計
正
從
為
一
条
。
於
親
王
。
一
品
以
下
。
四
品
以

上
為
一
条
。
其
心
如
何
。
答
。
義
解
云
。
品
位
也
。
親
王
称
品
者
。
別
於
諸
王
者
。
因
玆
案
之
。
官
位
相
当
之
法
。
親
王
諸
王
不

別
。
是
故
諸
臣
以
正
從
各
為
一
条
。
親
王
以
相
当
同
為
一
条
。（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令
義
解
』
五
頁
所
収
）

⑵
延
喜
記
云
。
問
。
儀
制
令
云
。
在
庁
座
上
。
見
太
政
大
臣
下
座
。
公
式
令
詔
書
式
論
奏
式
等
。
太
政
大
臣
位
臣
姓
云
々
。
獄
令
公

坐
相
連
条
。
称
右
大
臣
以
上
。
以
是
観
之
。
太
政
大
臣
其
職
掌
明
也
。
而
何
官
位
令
義
解
云
。
大
臣
以
下
。
書
吏
以
上
曰
官
。
一

品
以
下
。
初
位
以
上
曰
位
云
々
。
太
政
大
臣
不
入
義
解
。
其
心
如
何
。
答
。
太
政
大
臣
是
有
徳
之
選
。
非
分
掌
之
職
。
為
無
其
分
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職
故
。
不
称
掌
。
設
官
待
徳
。
故
無
其
人
則
闕
者
。
是
則
非
尋
常
之
職
。
故
称
大
臣
以
下
也
。（
同
上
）

⑴
の
第
一
の
設
問
で
は
、
官
位
令
の
篇
目
に
「
官
位
令
第
一

凡
壹
拾
玖
条
」
と
あ
る
こ
と
を
承
け
て
、
そ
の
十
九
条
の
計
え
方

を
問
い
、「
基
答
」
は
一
位
以
下
初
位
以
上
を
十
八
条
と
計
え
、
一
品
以
下
四
品
以
上
を
一
条
と
計
え
る
と
す
る
。
第
二
の
設
問
で
は
、

こ
の
「
基
答
」
に
対
し
、
更
に
親
王
の
一
品
以
下
、
四
品
以
上
は
、
官
品
相
当
の
法
が
各
々
異
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
一
条
と
計

え
、
諸
臣
で
は
正
従
各
々
を
一
条
と
計
え
る
理
由
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
。

こ
の
第
二
の
設
問
に
対
す
る
「
答
」
の
意
味
は
難
解
で
あ
る
が
、
暫
く
近
藤
芳
樹
『
標
注
令
義
解
校
本

乾
』（
新
訂
増
補
『
故
実

叢
書
』
第
三
回
、
三
四
頁
）

９
）

の
説
に
従
っ
て
、
次
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
。
官
位
令
義
解
「
品
位
也
。
親
王
称
品
者
。
別
於
諸
王
」

（
品
は
位
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
親
王
に
品
を
称
す
る
の
は
、
諸
王
と
区
別
す
る
為
で
あ
る
）
の
文
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
官
位

相
当
法
は
、
親
王
と
諸
王
と
で
違
い
は
な
い
（
即
ち
親
王
と
諸
王
に
対
し
て
は
一
応
、
官
位
相
当
法
が
官
位
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
親
王
・
諸
王
は
諸
臣
と
は
身
分
を
異
に
す
る
か
ら
、
各
品
・
位
ご
と
に
厳
格
に
そ
の
相
当
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
）。（
官

は
専
ら
諸
臣
に
任
ず
る
為
の
も
の
で
あ
る
か
ら
）
諸
臣
は
正
従
を
以
て
各
々
一
条
と
計
え
、
親
王
に
対
し
て
は
、
一
品
以
下
、
四
品
以

上
の
相
当
官
（
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
、
大
納
言
、
大
宰
帥
、
八
省
卿
）
は
、
み
な
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
一
条
と
計
え
る
の

で
あ
る
と
。
右
に
述
べ
た
延
喜
講
書
記
に
関
す
る
解
釈
が
妥
当
か
ど
う
か
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
官
位
令
の
条
文
の
計
え

方
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
義
解
に
立
ち
戻
っ
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す
（「
義
解
云
・
・
・
・
因
玆
案
之
」）
と
い
う
延
喜
講
書
の
学

習
方
法
が
注
目
さ
れ
る
。

⑵
の
設
問
は
、
儀
制
令
12
庁
座
上
条
、
公
式
令
１
詔
書
式
条
、
同
３
論
奏
式
条
、
獄
令
25
公
坐
相
連
条
の
令
文
を
引
い
て
、
こ
れ
ら

の
令
文
で
は
太
政
大
臣
の
職
掌
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
前
掲
官
位
令
義
解
に
「
太
政
大
臣
」
が
入
っ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い

て
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
答
で
は
、「
太
政
大
臣
是
有
徳
之
選
云
々
」
と
い
う
職
員
令
２
太
政
官
条
の
義
解
を
引
い
て
、
太
政
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大
臣
は
則
闕
の
官
で
あ
っ
て
尋
常
の
職
で
は
な
い
か
ら
、
官
位
令
義
解
に
は
、
そ
れ
を
除
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
義
解
に
関

す
る
質
疑
に
対
し
て
他
条
の
義
解
を
以
て
説
明
し
て
お
り
、
義
解
文
を
以
て
義
解
文
を
解
釈
す
る
と
い
う
学
習
方
法
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
、
僅
か
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
延
喜
講
書
に
お
け
る
義
解
の
扱
い
を
み
る
と
、
上
述
の
異
質
令
集
解
の
そ
れ
に
酷
似
し
、
そ
の

学
習
は
、
や
は
り
義
解
説
の
解
釈
と
そ
の
応
用
に
重
き
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
貞
観
、
延
喜
の

律
令
講
書
が
異
質
令
集
解
の
法
解
釈
の
方
法
や
技
術
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
異
質
令
集
解
に
現
わ
れ
る
「
私
」
が
、
そ
の
編
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
異
質
令
集
解
の
も
つ
形
式
上
の
い
く
つ
か
の
特
徴
も

ま
た
、「
私
」
に
よ
る
義
解
説
重
視
の
思
考
の
反
映
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
通
常
の
令
集
解
と
比
較
し
て
異
質
令

集
解
に
見
ら
れ
る
著
し
い
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
巻
二
十
に
お
い
て
は
、
義
解
の
全
文
が
一
括
し
て
記
載
さ
れ
ず
に
、
令
文
の
直
下
と

問
答
文
等
の
後
に
分
割
し
て
注
記
さ
れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
即
ち
考
課
令
54
、
55
（
二
個
所
）、
57
、
58
の
各
条
の
義
解
で
あ
っ

て
、
ま
た
56
条
の
義
解
は
、
令
文
の
直
下
に
は
な
く
、
第
二
の
問
答
文
の
後
に
移
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
義
解
文
の
語
句
や
章
句
を
抜

き
出
し
て
、
そ
れ
を
更
に
解
釈
、
類
推
し
た
り
、
或
は
義
解
文
を
標
準
に
し
て
先
行
学
説
の
可
否
を
論
評
、
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
が

頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
作
業
は
、
や
が
て
巻
二
十
に
見
る
よ
う
な
義
解
文
を
分
割
し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対

応
す
る
先
行
学
説
や
問
答
文
、「
師
説
」、「
私
案
」
な
ど
を
配
す
る
と
い
う
注
釈
の
形
式
を
生
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
分
割

さ
れ
た
義
解
文
の
下
に
諸
説
を
整
理
、
も
し
く
は
統
合
し
て
義
解
説
の
理
解
を
更
に
深
め
、
ま
た
そ
の
補
充
に
資
す
る
と
い
う
新
し
い

注
釈
形
式
の
誕
生
で

10
）

あ
る
。

今
、
二
個
所
に
分
割
さ
れ
た
義
解
文
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
義
解
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
注
記
の
文
と
の
関
係
が
よ
り
一

層
、
直
截
簡
明
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

⑴
義
云
。
其
国
郡
司
各
依
行
能
功
過
。
立
考
第
已
訖
後
。
更
依
斯
条
為
分
昇
降
也
。
問
。
是
即
国
司
依
加
減
之
分
。
可
昇
降
耳
欤
。
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師
説
然
也
。（
五
九
二－

四
Ｂ
、
考
課
令
54
条
）

⑵
義
云
。
但
移
郷
及
特
流
、

当
贖
者
非
也
。
或
云
。
移
郷
之
人
妻
妾
可
入
損
口
之
例
。
私
案
。
移
郷
人
。
身
已
不
入
損
例
。
明

知
。
妻
妾
亦
不
言
而
可
知
。
不
可
入
損
例
。（
五
九
八－

三
Ａ
、
考
課
令
55
条
）

⑶
義
云
。
若
通
計
公
罪
私
罪
殿
。
降
至
下
中
者
。
即
為
公
罪
殿
。
不
可
解
官
。
問
。
今
案
義
解
意
。
仮
如
。
居
中
中
考
之
人
。
有
私

罪
二
殿
。
公
罪
一
殿
者
。
惣
降
三
等
可
処
下
中
。
則
是
為
公
罪
下
中
。
不
可
解
官
。
謂
之
通
計
公
罪
私
罪
殿
降
至
下
中
。
未
知
。

居
下
上
考
之
人
者
。
公
罪
一
負
。
私
罪
九
負
。
通
計
彼
此
為
一
殿
。
降
一
等
処
下
中
者
。
亦
為
公
罪
下
中
。
不
解
官
耳
欤
。
或

云
。
然
也
。
或
云
。
依
私
罪
殿
一
而
降
下
中
者
。
不
解
官
者
。
私
案
。
其
旨
不
明
。（
六
〇
四－

五
Ａ
、
考
課
令
58
条
）

⑴
の
義
解
は
、
本
条
に
よ
る
国
郡
司
の
考
第
の
昇
降
は
、
国
郡
司
の
通
常
の
行
能
功
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
考
第
が
定
ま
っ
た
以
後

に
、
更
に
本
条
の
評
定
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
考
第
を
昇
降
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
義
解
に
続
く
問
答
体
の
文
は
、
こ
の
義
解
の
文

「
為
分
昇
降
」
と
は
、「
加
減
之
分
」（
戸
口
の
増
益
・
減
損
の
割
合
）
に
よ
っ
て
国
司
の
考
第
を
昇
降
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
と
問
い
、

「
然
也
」
と
す
る
「
師
説
」
を
以
て
解
答
と
し
て
い
る
。

⑵
の
義
解
は
、
本
条
の
令
文
「
犯
罪
配
流
以
上
」
の
中
に
は
、「
移
郷
」（
名
例
律
24
犯
流
応
配
条
、
賊
盗
律
18
移
郷
条
）「
特
流
」

「
当
贖
」（
名
例
律
11
贖
条
、
同
22
以
官
当
徒
条
）
の
も
の
は
含
ま
れ
な
い
（
従
っ
て
「
損
口
」
の
例
に
は
入
ら
な
い
）
と
述
べ
る
。
義

解
に
続
く
或
説
は
、
移
郷
人
の
妻
妾
は
「
損
口
」（
減
損
の
戸
口
）
の
中
に
入
る
と
す
る
。
こ
の
説
に
対
し
、「
私
案
」
は
移
郷
人
自
身

が
「
損
口
」
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
本
条
義
解
）、
移
郷
人
の
妻
妾
が
「
損
口
」
に
入
ら
な
い
の
は
当
然
だ
と
し
て
或
説
の
解

釈
を
否
定
し
て
い
る
。

⑶
の
義
解
は
、
本
条
の
令
文
「
凡
官
人
、
有
犯
私
罪
下
中
。
公
罪
下
々
。
並
解
見
任
」（
殿
に
よ
っ
て
官
人
の
考
第
を
降
し
、
私
罪

の
下
中
、
公
罪
の
下
々
に
至
っ
た
場
合
、
そ
の
官
人
は
解
官
さ
せ
る
）
に
つ
い
て
、
官
人
に
公
罪
の
殿
と
私
罪
の
殿
と
が
あ
っ
て
、
そ

24國學院法學第54巻第3号 (2016)



れ
を
通
計
し
て
考
第
が
下
中
に
至
っ
た
場
合
、
そ
の
殿
は
公
罪
の
殿
と
見
做
し
て
解
官
さ
せ
な
い
と
解
す
る
。
義
解
に
続
く
問
答
体
の

文
は
、
先
ず
義
解
説
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
中
々
考
の
人
に
私
罪
の
二
殿
と
公
罪
の
一
殿
と
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
通
計
し
て
三
殿
と

し
て
考
第
を
三
等
降
し
、
公
罪
の
下
中
と
し
て
解
官
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
次
に
下
上
考
の
人
に
公
罪
一
負
と
私
罪

九
負
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
計
し
て
一
殿
と
し
て
考
第
を
一
等
降
し
、
下
中
に
処
し
た
場
合
も
ま
た
公
罪
の
下
中
と
し
て
解
官
し
な
い

の
か
と
問
い
、「
然
也
」
と
す
る
第
一
の
或
説
を
以
て
解
答
と
す
る
。
更
に
第
二
の
或
説
に
つ
い
て
は
、「
私
案
」
は
「
其
旨
不
明
」
と

し
て
否
定
す
る
。
要
す
る
に
右
の
問
答
体
の
文
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
今
、
案
義
解
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
直
前
の
義
解
の
文
意
に

つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
て
説
明
し
、
且
つ
「
負
」
に
公
罪
と
私
罪
と
が
混
在
し
た
場
合
も
義
解
説
を
類
推
し
て
処
置
す
る
と
し
て
義
解

説
を
補
充
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
三
例
の
注
記
は
、
何
れ
も
分
割
さ
れ
た
義
解
文
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
直
接
そ
の
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
義
解
文

を
分
割
し
た
方
が
却
っ
て
義
解
文
と
注
釈
の
文
と
の
対
応
が
明
確
と
な
り
、
両
者
の
関
係
が
理
解
し
易
い
。
従
っ
て
、
こ
の
個
所
の
令

文
に
付
さ
れ
た
義
解
文
は
、
先
ず
義
解
文
の
後
半
部
分
を
解
釈
す
る
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
異
質
令
集
解
の
、
も
う
一
つ
の
著
し
い
形
式
上
の
特
徴
は
、
巻
二
十
と
巻
三
十
五
と
で
は
、
義
解
文
の
位
置

が
令
義
解
と
は
異
な
る
個
所
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
但
し
巻
三
十
五
で
は
二
個
所
の
み
）。
即
ち
令
義
解
で
は
、
義
解
文
を
そ
の
注
釈

の
対
象
で
あ
る
令
文
の
直
下
に
配
置
す
る
の
に
対
し
、
巻
二
十
と
巻
三
十
五
で
は
、
令
文
の
段
落
ご
と
に
配
置
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ

る
。
な
お
通
常
の
令
集
解
に
お
け
る
義
解
文
の
位
置
は
、
令
義
解
と
同
じ
で
あ
る
。
何
故
、
異
質
令
集
解
で
は
、
こ
の
よ
う
に
義
解
文

の
位
置
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
も
や
は
り
前
述
の
義
解
文
の
分
割
と
同
じ
動
機
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
義

解
全
体
を
一
つ
の
法
体
系
を
も
つ
法
源
と
す
る
認
識
が
深
ま
り
、
義
解
の
文
章
だ
け
を
抜
き
出
し
て
解
釈
し
、
そ
の
成
果
を
判
決
案
や

明
法
勘
文
の
起
草
、
法
的
諸
問
題
に
対
す
る
解
答
な
ど
の
実
務
に
応
用

11
）

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
令
文
に
お
け
る
義
解
文
の
位
置
は
、
さ
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ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
義
解
文
の
位
置
の
移
動
や
義
解
文
の
分
割
と
い
う
事
象
は
、
義
解
説
の
法
的
効

力
が
浸
透
し
て
、
義
解
文
の
置
か
れ
た
令
文
上
の
体
裁
よ
り
も
義
解
文
そ
の
も
の
の
解
釈
や
研
究
が
重
ん
じ
ら
れ
た
結
果
、
必
然
的
に

生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
、
政
事
要
略
に
引
用
さ
れ
た
義
解
文
の
位
置
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
令
義
解
よ
り
も
、
む
し
ろ
異
質
令
集
解
に
類
似
す
る
例

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
令
義
解
で
は
考
課
令
57
条
の
令
文
「
若
当
年

劇
。
有
異
於
常
者
」
の
直
下
に
あ
る
義
解
文
は
、

巻
二
十
で
は
令
文
「
聴
減
一
殿
」
の
直
下
に
あ
り
、
令
義
解
で
は
同
令
58
条
の
令
文
「
即
依
法
合
除

官
当
者
」
の
直
下
に
あ
る
義
解

文
は
、
巻
二
十
で
は
令
文
「
不
在
考
校
之
限
」
の
直
下
に
あ
る
が
、
政
事
要
略
・
巻
二
十
二
所
引
の
両
条
の
義
解
文
の
位
置
は
、
巻
二

十
と
全
く
同
じ
で
あ
る
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
政
事
要
略
』
二
一
頁
）。
こ
の
よ
う
に
政
事
要
略
に
お
け
る
義
解
文
の
引
用
は
、
令

義
解
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
義
解
文
を
令
文
の
段
落
ご
と
に
置
く
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
二
つ
の
義
解
文
を
一
つ
に
ま
と
め
て
、
そ
れ
を

令
文
の
末
尾
に
配
置
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
例
え
ば
、
政
事
要
略
・
巻
五
十
七
（
同
上
四
二
三
頁
）
に
引
用
さ
れ
る
戸
令
５
戸
主
条
の

義
解
文
を
み
る
と
、
令
義
解
で
は
本
注
「
皇
親
」
と
「
蔭
子
」
と
の
直
下
に
あ
る
二
つ
の
義
解
文
は
、
何
れ
も
本
注
末
尾
の
「
奴
婢
」

の
下
に
、
一
つ
に
ま
と
め
て
配
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
義
解
文
を
移
動
し
た
結
果
、
注
釈
の
対
象
で
あ
る
本
注
の
語
と
そ
れ
を
注
釈
す

る
義
解
文
と
の
位
置
が
か
な
り
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
為
、
政
事
要
略
所
載
の
義
解
文
の
引
用
で
は
、
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
元

の
義
解
文
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
、「
皇
親
」「
蔭
子
」
と
い
う
二
つ
の
主
語
が
補
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
義
解
文
の
移
動
か

ら
生
ず
る
義
解
文
の
欠
陥
を
回
避
す
る
為
、
そ
の
義
解
文
に
注
釈
の
対
象
で
あ
る
語
句
を
補
う
例
は
、
異
質
令
集
解
に
お
い
て
も
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
巻
二
十
、
考
課
令
51
条
の
第
一
の
義
解
文
に
は
「
本
司
」
が
、
同
55
条
の
第
一
の
義
解
文
に
は
「
不
從
戸

貫
」
が
そ
れ
ぞ
れ
補
筆
さ
れ
て
い
る
（
五
八
七－

一
Ａ
、
五
九
六－

二
Ａ
）。
こ
の
よ
う
な
異
質
令
集
解
に
み
え
る
書
式
上
の
体
裁
と

政
事
要
略
に
み
え
る
そ
れ
と
の
類
似
は
、
異
質
令
集
解
成
立
の
時
期
を
探
る
場
合
に
も
有
力
な
手
懸
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

26國學院法學第54巻第3号 (2016)



更
に
異
質
令
集
解
の
三
巻
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
義
解
説
以
外
の
先
行
学
説
は
、
固
有
名
詞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ず
、
す
べ
て

「
或
云
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
政
事
要
略
や
法
曹
類
林
等
に
掲
げ
ら
れ
た
、
令
義
解
成
立
以
降
の
法
家
の
勘
答
類

を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
義
解
文
と
共
に
令
集
解
所
載
の
諸
家
の
私
記
が
各
私
記
固
有
の
名
称
を
用
い
ず
に
、
屡
々
「
説
者
云
」「
旧
説

云
」
と
し
て
令
文
解
釈
の
根
拠
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
異
質
令
集
解
の
編
者
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
趨
勢
を
う
け
て
、
義
解
説
と
先

行
学
説
と
の
対
比
を
一
層
明
瞭
な
ら
し
め
る
為
、
前
者
に
「
義
云
」
と
い
う
表
現
を
与
え
、
後
者
す
べ
て
に
「
或
云
」
と
い
う
一
般
的

名
辞
を
使
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
異
質
令
集
解
に
お
い
て
は
、
義
解
説
が
普
及
し
て
、
そ
の
研
究
が
通
常
の
令
集
解
成
立
の
段
階
よ
り
も
、
は
る
か
に
進

展
し
つ
つ
あ
る
状
況
が
み
て
と
れ
る
が
、
義
解
説
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
一
方
で
は
義
解
説
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
疑
義
も

12
）

生
じ
、
更
に
は
義
解
説
の
不
備
や
誤
謬
も
ま
た
当
然
、
問
題
と
な
る
で
あ

13
）

ろ
う
。
義
解
説
を
尊
重
す
る
「
私
」「
私
案
」
が
義
解
説
に

対
し
、
正
面
か
ら
批
判
し
て
い
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
が
、
編
者
が
義
解
説
を
直
接
、
補
充
し
、
ま
た
そ
の
不
備
に
言
及
し
て
い
る
例

は
、
僅
か
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
義
云
。
謂
退
朝
鼓
後
也
。
私
案
。
宮
衛
令
云
。
開
閉
門
者
。
第
一
開
門
鼓
撃
訖
。
即
開
諸
門
。
第
二
開
門
鼓
撃
訖
。
即
開
大
門
。

退
朝
鼓
撃
訖
。
即
閉
大
門
者
。
然
則
。
此
条
開
門
前
閉
門
後
。
謂
開
閉
大
門
前
後
是
也
。
何
者
。
義
云
。
第
二
開
門
鼓
前
。
退
朝

鼓
後
之
故
。（
八
七
五－

七
Ａ
）

⑵
問
。
此
義
云
。
判
事
受
獄
案
覆
断
者
。
未
知
。
至
于
覆
断
之
色
。
少
輔
以
上
亦
可
相
顕
。
而
何
止
称
判
事
哉
。（
八
七
九－

一
Ａ
）

⑴
の
「
私
案
」
の
文
は
、
公
式
令
60
京
官
上
下
条
の
義
解
に
対
し
、
編
者
自
身
が
「
義
云
」
の
文
の
直
下
に
「
私
案
」
と
し
て
直

接
、
自
説
を
述
べ
て
い
る
珍
し
い
例
で
あ
る
。
本
条
は
官
人
の
出
勤
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
京
官
は
「
開
門
前
」
に
出
勤
し
、

「
閉
門
後
」
に
退
朝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
に
関
す
る
令
文
「
開
門
前
」「
閉
門
後
」
に
対
し
、
義
解
は
そ
れ
ぞ
れ
「
謂
第
二
開
門
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鼓
前
也
」「
謂
退
朝
鼓
後
也
」
と
注
し
て
い
る
が
、「
私
案
」
は
更
に
宮
衛
令
４
開
閉
門
条
の
令
文
と
前
掲
本
条
の
義
解
に
よ
っ
て
、
令

文
の
「
門
」
が
「
大
門
」（
朝
堂
院
の
南
門
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
即
ち
「
私
案
」
は
、
義
解
が
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
令
文

「
門
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
義
解
説
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
の
文
は
、
公
式
令
92
受
事
条
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
令
文
「
獄
案

日
程
」
に
対
す
る
義
解
に
は
、「
義
云
。
謂
解
部

定

申
送
之
後
。
省
及
判
事
。
決
断
成
案
。
其
杖
以
下
獄
案
者
。
准
入
中
事
。
為
引
律
令
正
文
。
但
判
事
之
受
獄
案
覆
断
者
。
不
可
給

日

程
。
准
於
検
覆
前
案
。
可
給
十
日
程
也
」（
八
七
八－

七
Ａ
）
と
あ
る
。
前
掲
設
問
は
、
こ
の
義
解
文
の
「
判
事
之
受
獄
案
覆
断
」
に

関
し
て
疑
義
を
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
職
員
令
30
刑
部
省
条
に
は
、「
卿
一
人
。
掌
。

獄
。
定
刑
名
。
・
・
・
・
大
輔
一
人
。
少

輔
一
人
。
・
・
・
・
」
と
あ
り
、
大
輔
・
少
輔
の
職
掌
は
、
職
員
令
１
神
祇
官
条
「
大
副
一
人
」
の
本
注
に
よ
っ
て
卿
と
同
じ
と
さ
れ

る
か
ら
、
前
掲
義
解
に
あ
る
解
部
起
草
の
獄
案
の
覆
断
は
、
刑
部
省
の
判
事
の
職
掌
で
あ
る
と
共
に
、
同
省
の
少
輔
以
上
の
職
掌
で
も

あ
っ
た
（
前
掲
義
解
に
も
「
省・
及
判
事
。
決
断
成
案
」
と
あ
る
）。
従
っ
て
右
の
設
問
は
、
発
問
者
た
る
編
者
が
前
掲
義
解
文
に
「
少

輔
以
上
」
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
補
正
を
は
か
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

む

す

び

本
稿
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
異
質
令
集
解
の
編
者
と
さ
れ
る
「
私
」
が
勅
撰
の
養
老
令
注
釈
書
で
あ
る
令
義
解
を
ど
の
よ
う
に
扱

っ
た
か
、
そ
の
具
体
的
な
諸
相
を
主
と
し
て
令
義
解
の
解
釈
と
応
用
の
両
面
か
ら
若
干
の
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
異
質
令
集
解

の
法
書
と
し
て
の
著
し
い
特
色
の
一
つ
は
、
義
解
文
を
広
く
養
老
令
（
そ
れ
に
は
義
解
を
も
含
む
）
一
般
の
法
解
釈
に
活
用
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
為
に
は
先
ず
義
解
文
そ
の
も
の
を
徹
底
し
て
解
釈
し
、
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
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14
）

な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
異
質
令
集
解
に
お
い
て
、
義
解
文
を
分
割
し
た
り
、
そ
の
位
置
を
変
更
し
た
り
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ

は
義
解
文
の
置
か
れ
た
令
文
上
の
体
裁
よ
り
も
義
解
文
そ
の
も
の
の
解
釈
が
重
ん
じ
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
法
書
の
も
つ
性

格
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
法
書
撰
述
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
は
、
先
ず
義
解
文
を
説
明
し
て
読
者
た
る
明

法
家
（
そ
れ
は
主
に
惟
宗
家
に
関
係
す
る
人
々
で
あ
ろ
う
）
に
義
解
説
を
正
し
く
理
解
さ
せ
、
且
つ
そ
の
知
識
を
広
く
養
老
令
一
般
の

法
解
釈
、
法
適
用
に
役
立
た
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

異
質
令
集
解
撰
述
の
主
た
る
目
的
の
も
う
一
つ
は
、
義
解
説
に
対
す
る
補
充
で
あ
る
。
異
質
令
集
解
の
三
巻
に
は
、「
義
云
」
の
文

の
後
に
続
い
て
「
或
云
」
の
文
が
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
「
義
云
」
の
文
が
付
さ
れ
て
い
な
い
令
文
の
直
下
に
も
、「
或
云
」

の
文
が
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
義
解
文
中

の
語
句
の
解
釈
、
義
解
説
の
補
足
説
明
、
義
解
説
の
具
体
例
の
提
示
等
と
共
に
、
更
に
義
解
説
が
ふ
れ
て
い
な
い
令
文
の
語
句
の
解

釈
、
義
解
説
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
事
項
、
事
案
、
事
例
の
提
示
等
が
多
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
「
或
云
」
の
文

は
、
す
べ
て
義
解
説
を
正
し
く
理
解
し
、
且
つ
義
解
説
の
欠
缺
を
補
う
為
に
、
先
行
学
説
が
引
載
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
有
力
な
先
行
学
説
の
学
習
も
ま
た
、
義
解
説
の
学
習
と
同
様
、
当
時
の
明
法
家
に
と
っ
て
必
要
不
可
缺
の
課
題
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
巻
三
十
五
の
書
式
の
体
裁
で
は
、
上
記
の
「
或
云
」
の
文
は
、
原
則
と
し
て
「
義
云
」
の
文
と
同
様
に
大
書
さ
れ
て
お
り
、
巻

一
、
巻
二
十
の
書
式
の
体
裁
も
、
巻
三
十
五
と
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て

15
）

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
或
云
」
の
文

は
、
編
者
に
よ
っ
て
義
解
説
に
次
ぐ
重
要
な
先
行
学
説
と
し
て
認
識
さ
れ
、
新
し
く
こ
こ
に
特
筆
大
書
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
ま
た
細
字
双
行
で
記
さ
れ
た
問
答
形
式
の
文
に
お
い
て
、「
私
」「
私
案
」
が
先
行
学
説
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
を
説
明
し
て

い
る
の
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
義
解
説
を
補
充
す
る
学
説
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
異
質
令
集
解
撰
述
の
主
た
る
目
的
は
、
明
法
家
に
よ
る
実
務
遂
行
の
為
に
、
義
解
説
を
正
し
く
理
解
し
、
且
つ
義
解
説
の
欠

缺
を
補
充
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
が
現
段
階
に
お
け
る
筆
者
の
推
測
で
あ
る
が
、
ま
だ
そ
こ
に
は
根
本
的
な
大
き
な
問
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
通
常
の
令
集
解
と
異
質
令
集
解
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
難
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
れ

別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

１
）

過
所
の
申
請
手
続
は
、
先
ず
申
請
者
が
過
所
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
過
所
の
原
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
本
人
の
所
属
す
る
本
部
・
本
司
に
提
出
し
、
次

に
そ
れ
を
受
理
し
た
本
部
・
本
司
が
京
職
や
国
に
申
請
し
て
、
そ
の
許
可
を
得
る
と
す
る
（
公
式
令
22
過
所
式
条
集
解
）。
或
説
の
文
は
、
上
記
申
請
の

最
初
の
段
階
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

２
）

十
分
之
日
」
の
「
日
」
は
、
田
中
忠
三
郎
氏
所
蔵
本
、
及
び
萩
野
由
之
氏
所
蔵
本
で
は
、「
曰
」
に
作
る
。「
日
」「
曰
」
共
に
、「
四
」
の
誤
字
で

あ
ろ
う
。

３
）

国
史
大
系
本
で
は
、「
私
案
。
乖
義
解
。
又
用
」
と
あ
る
が
、
そ
の
直
前
に
あ
る
「
私
案
」
の
文
脈
か
ら
し
て
、
こ
の
「
又
用
」
は
、「
不・
用
」
か
、

「
又
不・
用
」
の
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

４
）

長
谷
山
彰
氏
は
、
巻
二
十
に
み
え
る
「
師
」
と
「
師
説
」
と
を
区
別
し
、
前
者
は
編
者
な
い
し
各
明
法
家
の
師
を
指
し
、
後
者
は
或
る
明
法
家
に
よ

る
一
書
を
な
す
私
記
と
す
る
が
（
前
掲
論
文
六
九
頁
）、「
師
」
は
編
者
の
師
で
あ
り
、「
師
説
」
も
、
編
者
の
師
の
学
説
で
あ
ろ
う
。

５
）

但
し
巻
一
で
は
、「
官
位
令
」
と
い
う
篇
目
名
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、「
私
」
は
「
師
説
」
を
批
判
し
て
い
る
（
八－

一
一
）。

６
）

前
掲
拙
稿
七
頁
参
照
。

７
）

前
掲
拙
稿
一
一
頁
参
照
。

８
）

長
谷
山
前
掲
論
文
八
三
・
八
四
頁
参
照
。
な
お
貞
観
、
延
喜
の
律
令
講
書
に
つ
い
て
は
、
早
川
庄
八
「
貞
観
講
書
と
延
喜
講
書
」『
日
本
古
代
の
文

書
と
典
籍
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
所
収
五
五
二
頁
以
下
参
照
。

９
）

凡
壹
拾
玖
条
。
延
喜
講
書
記
云
。
問
十
九
条
者
。
・
・
・
・
此
説
に
拠
れ
ば
、
親
王
は
た
と
へ
ば
、
三
品
に
て
太
政
大
臣
、
二
品
に
て
八
省
卿
を

帯
給
ひ
て
も
、
守
行
の
字
を
ば
用
ざ
る
例
な
る
に
や
。
・
・
・
・
八
省
卿
。
こ
れ
よ
り
以
上
は
、
皆
品
と
官
と
の
相
当
い
へ
り
。
然
ど
も
四
品
の
八
省
卿

も
、
な
ほ
王
臣
一
位
の
太
政
大
臣
よ
り
は
上
に
立
な
れ
ば
、
親
王
の
官
は
、
相
当
を
以
て
云
が
た
し
。
故
に
一
品
よ
り
四
品
ま
で
を
一
条
と
せ
り
。
・
・
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・
・
さ
れ
ば
、
親
王
の
官
位
は
、
只
か
り
に
あ
て
た
る
の
み
な
り
と
思
て
、
諸
臣
の
相
当
と
同
じ
く
心
得
べ
か
ら
ず
。
故
に
講
書
私
記
に
、
親
王
以

相

当
同

為

一
条

。
と
い
へ
り
。
相
当
同
の
三
字
玩
べ
し
。」（
前
掲
『
標
注
令
義
解
校
本

乾
』
三
四
頁
）

10
）

宮
部
香
織
氏
は
、
義
解
文
分
割
の
例
と
し
て
考
課
令
55
増
益
条
を
取
り
上
げ
、
令
文
「
犯
罪
配
流
以
上
」
に
対
す
る
、
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
義
解
文

に
配
さ
れ
た
問
答
体
の
文
や
先
行
学
説
等
の
内
容
を
検
討
し
て
、
各
々
の
義
解
の
内
容
に
基
づ
い
て
注
釈
の
構
成
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
注
釈
の
文

脈
が
読
み
易
く
な
る
よ
う
に
義
解
文
が
分
割
さ
れ
た
と
す
る
。
前
掲
論
文
一
六
・
一
七
頁
参
照
。

11
）

政
事
要
略
、
巻
六
十
九
（
国
史
大
系
本
五
九
〇
頁
）
に
は
、
天
元
元
年
（
九
七
八
）
四
月
二
十
三
日
、
賀
茂
祭
日
の
礼
法
に
つ
い
て
、
公
卿
の
私
的

な
質
問
に
対
す
る
惟
宗
允
亮
の
解
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
儀
制
令
10
条
の
「
凡
六
位
公
使
」
以
下
の
義
解
文
が
同
条
の
令
文
と
は
切
り
離

さ
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

12
）

例
え
ば
異
質
令
集
解
、
考
課
令
54
国
郡
司
条
の
設
問
で
は
、
戸
婚
律
21
部
内
田
疇
荒
蕪
条
で
は
国
郡
司
に
対
し
、
口
分
田
を
惣
計
し
て
、
そ
の
荒
蕪

の
罪
を
問
う
て
い
る
の
に
対
し
、
考
課
令
54
条
の
義
解
で
は
雑
色
田
（
雑
田
）
を
も
惣
計
し
て
国
郡
司
の
考
第
を
降
す
と
す
る
、
律
と
義
解
と
の
相
違
を

問
題
と
し
て
い
る
（
五
九
三－

九
Ｂ
）。

13
）

義
解
説
の
不
備
や
誤
謬
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
令
義
解
の
法
解
釈
と
令
集
解
の
成
立
」（『
國
學
院
法
學
』
第
五
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
一
三
年
）
二
一

頁
以
下
参
照
。

14
）

政
事
要
略
、
巻
二
十
二
（
国
史
大
系
本
一
九
・
二
〇
頁
）
に
は
、
考
課
令
３
・
４
・
５
・
６
の
善
条
の
義
解
に
現
わ
れ
る
、
徳
、
義
、
清
、
慎
、
公

平
、
恪
勤
の
各
徳
目
に
関
す
る
中
国
の
故
事
、「
黄
覇
守
尹
。
瑞
鳳
集
國
」「
劉
昆
作
宰
。
猛
虎
渡
河
」
等
の
出
典
が
、
漢
書
、
後
漢
書
、
呂
氏
春
秋
等
の

記
事
を
引
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
義
解
研
究
を
窺
う
貴
重
な
史
料
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

15
）

早
川
前
掲
「
異
質
令
集
解
三
巻
に
つ
い
て
」
二
六
九
頁
、
宮
部
前
掲
論
文
二
二
頁
参
照
。

31 異質令集解のなかの義解学 (小林 宏)


